
Title 国税不服審判所の通達拘束と裁決権 : その制定過程と現状 (一)
Sub Title Binding force of directive and award making power before the

National Board of Tax Appeals (1)
Author 木村, 弘之亮(Kimura, Konosuke)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1981

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.54, No.11 (1981. 11) ,p.16- 44 

JaLC DOI
Abstract
Notes 論説
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19811115-0016

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
制
定
過
程
と
現
状
ー
－

（
一
）

一
六
　

（
酬
八
九
八
）
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木
　
村
　
弘
　
之
　
亮

第
一
章
問
　
題
　
提
　
起

　
第
一
節
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
第
二
節
　
通
達
拘
束
の
具
体
例

　
　
一
　
通
達
課
税
例

　
　
＝
　
通
達
解
釈
の
消
極
的
変
更
例

　
　
三
　
小
　
　
　
括

　
第
三
節
　
統
計
数
値
に
み
る
国
税
審
判
所
制
度
の
意
義

　
　
一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
　
二
　
税
務
相
談
・
苦
情
処
理
制
度
の
意
義

　
　
三
　
異
議
申
立
て
及
び
審
査
請
求
制
度
の
機
能
の
低
下
と
そ
の
原
因

　
　
四
　
訴
訟
制
度
の
問
題
状
況

　
　
五
　
小
　
　
　
括

第
二
章
　
国
税
不
服
審
判
所
制
度
の
創
設
経
緯

　
第
一
節
　
現
状
の
協
議
団
制
度
と
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
相
違

　
第
二
節
　
日
税
連
の
代
替
案
（
昭
和
三
四
・
五
年
期
）



第第
四三第　　　　第　　　　第　　　　第　　　　第
章章七四三二一六四三二一五四三二一四四三二一三四三二一
　　節　　　　節　　　　節　　　　節　　　　節

代
理
権
調
査
答
申

二
　
月
　
案

三
　
月
　
案

運
用
悪
化
論

　
昭
和
三
七
年
改
正
の
国
税
通
則
法
と
そ
の
小
委
員
会
（
昭
和
三
五
～
七
年
期
）

国
税
通
則
法
小
委
員
会

国
税
通
則
法
の
制
定
に
関
す
る
答
申

日
税
連
の
反
応

国
税
通
則
法
の
改
正

　
代
替
案
の
再
燃
（
昭
和
三
九
～
四
二
年
期
）

税
理
会
の
税
制
改
正
要
望

租
税
裁
判
所
の
横
山
構
想

民
　
社
　
党
　
案

日
税
連
の
中
間
意
見
書

　
横
山
試
案
・
国
税
審
判
法
案
と
そ
の
反
響
（
昭
和
四
三
年
期
）

横
　
山
　
試
案

国
税
不
服
審
判
法
案

日
弁
連
の
反
対
意
見

政
　
治
　
情
　
勢

　
税
制
簡
素
化
第
三
次
答
申
を
め
ぐ
つ
て
…
…
（
以
下
第
三
回
）

日
弁
連
の
第
一
次
意
見
書

税
制
簡
素
化
特
別
部
会

税
制
簡
素
化
第
三
次
答
申

税
法
学
会
の
意
見
書
及
び
日
税
連
の
第
二
次
意
見
書

　
国
税
不
服
審
判
所
制
度
の
成
立

総
　
　
　
括

固
有
裁
決
権
説
の
復
権

（
以
下
第
二
回
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）

一
八
　
　
（
一
九
〇
〇
）
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第
一
章
　
間
　
題
　
提
　
起

第
一
節
　
は
　
じ
　
め

に

　
国
税
不
服
審
判
所
は
、
一
九
七
〇
年
そ
の
発
足
に
あ
た
り
、
事
件
処
理
上
の
「
基
本
的
な
心
構
え
」
と
し
て
と
く
に
「
②
　
合
議
体
の
構
成
員

は
、
議
決
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
機
能
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
各
人
が
十
分
に
意
見
を
陳
べ
、
公
正
妥
当
な
結
論
に
到
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

す
る
よ
う
議
を
尽
す
こ
と
。
」
を
強
く
明
確
に
打
ち
だ
し
て
い
る
。

　
こ
の
基
本
的
心
構
え
は
、
そ
れ
を
担
保
す
る
法
律
制
度
が
完
備
さ
れ
か
つ
そ
の
運
用
が
所
期
の
制
度
目
的
を
果
た
す
と
き
に
か
ぎ
つ
て
、
活
き

て
く
る
と
お
も
わ
れ
る
。
と
い
う
わ
け
は
、
国
税
不
服
審
判
所
が
具
体
の
租
税
事
件
に
お
い
て
事
実
認
定
お
よ
び
法
解
釈
を
お
こ
な
う
際
に
、
上

級
官
庁
の
発
す
る
通
達
の
存
在
に
配
慮
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
右
の
「
基
本
的
心
構
え
」
は
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
却
つ
て
、
法
諺
「
何
人
と
い
え
ど
も
自
己
の
事
件
の
裁
判
官
た
り
え
な
い
」
（
器
暮
一
＆
。
×
ぎ
8
島
m
ω
轟
）
が
、
国
税
不
服
審
判
制
度
及
び
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
運
用
に
妥
当
し
て
い
る
な
ら
ば
、
憂
慮
の
必
要
は
な
い
。
戦
後
、
　
一
般
行
政
手
続
法
の
領
域
に
お
い
て
英
米
法
の
影
響
下
に
「
適
正
手
続
」

（
3
①
窟
8
霧
・
＝
婁
）
あ
る
い
は
「
自
然
的
正
義
」
（
段
・
邑
富
号
。
）
の
法
理
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
　
こ
の
適
正
手
続
の
原
則
は
前
記
法
諺
を

　
　
　
　
　
　
（
3
）

そ
の
一
要
素
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
一
般
行
政
手
続
法
の
領
域
に
お
い
て
妥
当
す
べ
き
「
適
正
手
続
」
の
原
則
が
、
国
税
不
服
審
判
所
制
度
に
浸

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

透
し
て
い
る
か
ど
う
か
。

　
右
の
観
点
か
ら
、
「
国
税
不
服
審
判
所
の
独
立
性
と
通
達
拘
束
」
の
現
状
と
そ
の
由
来
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。
　
一

定
の
歴
史
的
背
景
の
下
で
特
定
の
法
律
が
制
定
さ
れ
る
場
合
、
立
法
u
政
治
過
程
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
か
。
特
定
の
法
の
目
的
や
内
容



は
、
ど
う
い
う
社
会
的
勢
力
や
グ
ル
…
プ
の
活
動
や
人
び
と
の
意
識
に
よ
つ
て
、
ど
の
よ
う
に
影
響
さ
れ
規
定
さ
れ
る
か
。
さ
ら
に
、
一
度
制
定

さ
れ
た
法
律
が
現
実
に
ど
の
よ
う
な
思
惑
の
下
で
解
釈
さ
れ
適
用
さ
れ
て
い
る
か
。
立
法
過
程
に
参
加
し
た
人
び
と
の
意
識
が
ど
の
よ
う
な
形
で

法
律
制
度
の
運
用
あ
る
い
は
法
律
の
解
釈
・
適
用
に
反
映
し
て
い
る
か
。
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
（
1
）
　
国
税
不
服
審
判
所
『
国
税
不
服
審
判
所
｝
年
の
歩
み
』
（
昭
和
四
六
年
六
月
V
、
村
井
正
『
現
代
租
税
法
の
課
題
』
（
昭
和
四
八
年
）
一
三
九
頁
よ
り
引
用
。

　
（
2
）
　
参
照
、
東
京
地
裁
昭
和
四
八
年
二
月
二
八
日
判
決
行
裁
例
集
こ
四
巻
二
・
＝
一
号
二
｝
五
頁

　
（
3
）
　
た
と
え
ば
、
下
山
瑛
二
「
国
税
不
服
審
判
所
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
所
収
髄
北
野
弘
久
編
『
判
例
研
究
日
本
税
法
体
系
　
第
四
巻
』
（
昭
和
五
五
年
）
二
五
一
頁
。

　
（
4
）
　
初
代
の
国
税
不
服
審
判
所
長
（
八
田
卯
『
郎
氏
）
は
、
発
足
当
時
、
「
“
行
政
の
範
囲
内
で
、
で
き
る
限
り
司
法
機
関
的
な
役
割
を
”
と
い
う
の
が
私
の
抱
負
だ
」
ぞ
述
べ
て

　
　
い
る
（
朝
日
新
聞
（
日
刊
）
昭
和
四
五
年
五
月
『
二
日
⑤
「
人
そ
の
意
見
」
欄
）
。

第
二
節
　
通
達
拘
束
の
具
体
例

一
　
所
得
税
法
第
五
一
条
二
項
に
い
う
「
貸
倒
れ
」
に
関
連
し
て
、
債
権
償
却
特
別
勘
定
の
設
定
要
件
が
昭
和
二
八
年
よ
り
昭
和
五
五
年
一
二
月

二
四
日
ま
で
通
達
に
規
定
さ
れ
て
い
た
（
参
照
、
所
得
税
基
本
通
達
　
五
一
ー
一
八
）
。
事
業
所
得
を
生
ず
べ
き
事
業
に
つ
い
て
、
そ
の
事
業
の
遂
行

上
生
じ
た
貸
付
金
の
「
貸
倒
れ
」
及
び
「
貸
倒
引
当
金
」
を
、
当
該
所
得
の
金
額
の
計
算
上
必
要
経
費
に
算
入
し
う
る
旨
が
所
得
税
法
上
規
定
さ

れ
て
い
る
（
同
法
第
五
一
条
二
項
、
第
五
二
条
一
項
）
。
他
方
、
実
務
に
お
い
て
は
、
貸
倒
れ
の
事
実
が
発
生
し
な
く
と
も
、
そ
れ
に
類
似
し
た
事
実

が
個
別
具
体
的
に
生
じ
、
当
該
債
権
の
全
部
又
は
一
部
の
回
収
が
困
難
と
な
る
場
合
が
往
々
起
ぎ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
個
別
的
貸
倒
れ
見
込
み
額

（
に
債
権
償
却
特
別
勘
定
）
に
つ
い
て
企
業
会
計
原
則
及
び
法
令
上
な
ん
ら
規
定
が
な
い
。
そ
こ
で
、
前
記
通
達
　
五
一
i
一
八
は
、
右
の
よ
う
な
経

済
実
態
に
か
ん
が
み
、
置
務
者
に
つ
い
て
債
務
超
過
の
状
態
が
相
当
期
間
継
続
し
、
事
業
好
転
の
見
通
し
が
な
い
こ
と
等
の
事
実
が
発
生
し
、
当

該
債
務
者
に
対
す
る
貸
金
等
の
相
当
部
分
に
つ
い
て
回
収
の
見
込
み
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
個
別
的
貸
倒
れ
見
込
み
額
と
し
て
あ
ら

か
じ
め
税
務
署
長
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
金
額
を
、
そ
の
認
定
を
受
け
た
年
に
お
い
て
債
権
償
却
特
別
勘
定
に
繰
り
入

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
（
一
九
〇
｝
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
　
（
一
九
〇
二
V

れ
た
う
え
で
、
必
要
経
費
に
算
入
で
ぎ
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。

　
し
た
が
つ
て
、
右
通
達
の
規
定
は
、
所
得
税
法
第
五
一
条
二
項
の
貸
倒
れ
要
件
を
緩
和
し
、
右
貸
倒
れ
に
該
当
し
な
い
場
合
で
も
、
将
来
の
回

収
不
能
の
確
定
を
予
想
さ
せ
る
一
定
の
事
由
が
発
生
し
た
場
合
、
債
権
の
う
ち
の
一
定
額
を
債
権
償
却
特
別
勘
定
に
繰
り
入
れ
、
所
得
の
計
算
上

必
要
経
費
に
算
入
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
「
〔
右
通
達
所
定
〕
の
『
あ
ら
か
じ
め
税
務
署
長
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
』
と

の
〔
形
式
的
〕
要
件
は
、
右
通
達
が
『
債
務
者
に
つ
き
、
債
務
超
過
の
状
態
が
相
当
期
間
継
続
し
、
事
業
好
転
の
見
通
し
が
な
い
こ
と
』
と
い
う

一
義
的
で
な
い
〔
実
質
的
〕
要
件
を
定
め
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
生
ず
る
こ
と
の
予
想
さ
れ
る
納
税
者
の
恣
意
的
な
必
要
経
費
算
入
を
防
止
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
正
当
な
目
的
を
有
す
る
合
理
的
な
規
定
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
前
記
の
よ
う
に
五

一
ー
一
八
が
所
得
税
法
第
五
一
条
二
項
の
要
件
を
緩
和
し
た
規
定
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
あ
ら
か
じ
め
税
務
署
長
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
を

要
件
と
し
、
納
税
者
に
多
少
の
手
続
履
践
を
要
求
し
た
と
し
て
も
、
納
税
者
に
本
来
要
求
で
き
な
い
手
続
を
課
し
た
も
の
で
は
な
く
、
租
税
法
律

主
義
の
原
則
に
反
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
判
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
大
阪
地
裁
昭
和
五
四
年
八
旦
三
日
判
決
訟
務
月
報
二
五
巻
一
二

号
三
〇
五
四
頁
）
。

　
右
判
旨
に
よ
れ
ば
、
形
式
的
要
件
と
実
質
的
要
件
が
と
も
に
充
足
さ
れ
る
場
合
に
は
じ
め
て
、
（
法
令
に
規
定
の
な
い
）
債
権
償
却
特
別
勘
定
に
貸

付
金
の
一
部
を
繰
り
入
れ
、
所
得
の
計
算
上
必
要
経
費
が
計
上
さ
れ
う
る
。
軽
課
効
力
要
件
説
と
仮
称
し
よ
う
。

　
し
か
し
、
軽
課
効
力
要
件
説
の
場
合
、
形
式
的
要
件
は
、
法
令
の
定
め
の
な
い
課
税
要
件
を
創
設
す
る
効
力
規
定
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い

て
、
所
得
税
基
本
通
達
五
一
ー
一
八
の
規
定
は
、
効
力
要
件
の
創
設
規
定
で
あ
り
、
課
税
要
件
法
定
主
義
及
び
合
法
性
の
原
則
を
逸
脱
す
る
通
達

と
解
す
る
余
地
が
生
じ
よ
う
。

　
そ
こ
で
、
通
達
に
い
う
「
認
定
の
申
請
」
に
対
す
る
拒
否
処
分
は
、
「
法
律
に
基
づ
く
処
分
」
で
は
な
い
の
で
、
不
服
申
立
て
の
対
象
と
な
り
え

な
い
（
国
税
通
則
法
第
七
五
条
一
項
）
故
、
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
拒
否
処
分
の
存
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
納
税
者
は
、
税
務
署
長
の
認
定
が
あ
つ
た
と
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同
様
に
、
当
該
債
権
償
却
特
別
勘
定
を
計
上
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
と
解
す
る
余
地
が
生
じ
る
。
前
記
の
形
式
的
要
件
を
効
力
規
定
で
な
く
訓
示
規

定
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
納
税
者
の
権
利
救
済
の
途
が
塞
が
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
説
に
し
た
が
え
ば
、
あ
ら
か
じ
め
の

「
税
務
署
長
の
認
定
」
は
実
質
的
要
件
に
関
す
る
一
種
の
「
事
前
照
会
に
対
す
る
回
答
」
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
説
を
事
前
照
会
回
答

説
と
仮
称
す
る
。
事
前
照
会
回
答
説
は
、
何
故
、
通
達
五
一
ー
一
八
の
規
定
に
基
づ
き
租
税
を
軽
減
し
う
る
か
を
説
明
し
が
た
い
と
こ
ろ
に
難
点

が
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
右
通
達
規
定
を
支
持
す
る
軽
課
効
力
要
件
説
及
び
事
前
照
会
回
答
説
は
、
課
税
要
件
法
定
主
義
及
び
合
法
性
の
原
則
の
観

点
か
ら
、
い
ず
れ
も
疑
義
を
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
（
参
照
、
武
田
昌
輔
「
判
例
批
評
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
三
八
号
（
昭
和
五
六
年
）
一
四
九
頁
）
。

　
と
こ
ろ
が
、
前
記
大
阪
地
裁
昭
和
五
四
年
八
月
三
一
日
判
決
の
事
案
（
以
下
こ
れ
を
具
体
例
i
一
と
称
す
）
は
、
国
税
不
服
審
判
所
長
に
対
し
審

査
請
求
さ
れ
た
と
き
、
国
税
通
則
法
第
九
九
条
一
項
の
適
用
も
な
く
、
棄
却
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
二
　
非
業
務
用
資
産
の
取
得
に
要
し
た
借
入
金
の
利
子
が
、
譲
渡
所
得
金
額
の
計
算
上
取
得
費
と
し
て
控
除
し
う
る
か
ど
う
か
（
参
照
、
所
得

税
法
第
三
三
条
三
項
、
第
三
八
条
一
項
、
所
得
税
基
本
通
達
三
八
ー
七
）
Q

　
具
体
例
－
二
　
非
事
業
用
資
産
を
取
得
後
使
用
す
る
こ
と
な
く
譲
渡
し
た
場
合
、
そ
の
資
産
の
取
得
後
継
続
的
に
発
生
す
る
借
入
金
利
子
が
取

得
費
に
算
入
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
審
査
請
求
事
件
に
つ
い
て
、
国
税
不
服
審
判
所
は
、
昭
和
四
八
年
一
二
月
一
七
日
に
こ
れ
を
否
定
的
に
裁

決
し
て
い
る
。

　
　
「
譲
渡
所
得
の
金
額
を
計
算
す
る
場
合
に
お
け
る
取
得
費
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
八
条
第
一
項
〔
中
略
〕
に
い
う
「
資
産
の
取
得
に
要
し
た
金
額
」
と

　
　
は
、
当
該
資
産
の
取
得
の
た
め
に
直
接
に
必
要
と
し
た
費
用
を
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
当
該
資
産
を
取
得
す
る
た
め
の
借
入
金
の
利
子
に
つ

　
　
い
て
は
、
当
該
資
産
を
取
得
す
る
ま
で
の
期
問
に
か
か
る
金
額
は
、
資
産
の
取
得
に
要
し
た
金
額
と
し
て
取
得
費
を
構
成
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
取
得
後

　
　
継
続
静
ゆ
発
坐
歩
ひ
借
ん
金
み
朴
予
ば
、
当
該
資
産
の
取
待
め
要
い
b
金
鶴
ど
応
い
知
ず
、
当
該
資
産
の
維
捺
管
理
鐸
ど
か
ゆ
べ
ぎ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
当

　
　
該
資
産
の
設
備
費
お
よ
び
改
良
費
に
も
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
よ
つ
て
当
該
借
入
金
の
利
子
は
、
な
ん
ら
取
得
費
を
構
成
し
な
い
も
の
と
解
す
る
こ
と
が

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
（
一
九
〇
三
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
　
（
一
九
〇
四
）

　
　
相
当
で
あ
る
。
」
（
国
税
不
服
審
判
所
裁
決
事
例
集
七
号
一
五
頁
、
傍
点
－
木
村
）

　
具
体
例
－
三
　
類
似
の
審
査
請
求
事
件
に
つ
い
て
、
国
税
通
則
法
第
九
九
条
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
税
庁
長
官
に
意
見
が
申
し
出
さ
れ
た
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

決
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
本
件
借
入
金
の
利
子
の
性
格
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
、
一
般
に
、
特
定
の
目
的
に
使
用
す
る
た
め
一
定
の
土
地
を
取
得
し
た
場
合
、
そ
の
取
得
に
要
し
た
借

　
　
入
金
の
利
子
は
、
当
該
土
他
の
利
用
目
的
の
た
め
の
費
用
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
利
用
に
よ
つ
て
収
入
を
得
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
利
子
は
、
利
用
に
ょ
つ

　
　
て
生
ず
る
不
動
産
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
控
除
す
べ
き
所
得
税
法
第
三
七
条
第
一
項
（
必
要
経
費
》
に
規
定
す
る
必
要
経
費
に
該
当
し
、
値
上
り
益
を
得
る

　
　
こ
と
を
目
的
と
し
て
土
地
を
取
得
し
た
後
こ
れ
を
譲
渡
し
、
そ
の
値
上
り
益
を
得
た
場
合
に
お
け
る
借
入
金
の
利
子
は
、
同
法
第
三
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

　
　
「
資
産
の
取
得
に
要
し
た
金
額
」
に
該
当
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
〔
中
略
〕
取
得
目
的
を
客
観
的
に
判
断
し
、
現
実
の
使
用
態
様
と
の
合
致
の
有
無
に
よ
つ
て

　
　
前
記
「
必
要
経
費
」
あ
る
い
は
「
資
産
の
取
得
に
要
し
た
金
額
」
を
認
定
す
る
こ
と
は
至
難
な
問
題
で
あ
つ
て
、
結
局
、
そ
の
土
地
の
地
目
、
土
地
の
形
状
等

　
　
に
照
ら
し
、
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
使
用
の
事
実
が
あ
つ
た
場
合
は
、
取
得
目
的
に
応
じ
た
使
用
が
あ
つ
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
従
つ
て
、
た
と
え

　
　
個
人
が
業
務
の
用
又
は
居
住
等
の
用
に
供
す
み
目
的
で
取
得
し
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
何
ら
の
用
に
供
す
る
こ
と
な
く
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
当
初
か
ら
値
上

　
　
り
益
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
取
得
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
取
得
の
た
め
に
要
し
た
借
入
金
の
利
子
は
取
得
費
に
算
入
し
、
ま
た
、
値
上
り
益
を
得
る
目

　
　
的
で
取
得
し
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
業
務
の
用
又
は
居
住
等
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
後
の
期
間
に
対
応
す
る
借
入
金
の
利
子
は
業
務
上
の
必
要
経
費

　
　
必
幡
家
喜
聲
ゆ
罫
b
と
解
す
る
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
租
税
負
担
の
合
理
性
、
衡
平
性
の
観
点
か
ら
み
て
相
当
で
あ
る
。
」
（
国
税
不
服
審
判
所
裁
決
事
例
集
｝
七
号
一
七

　
　
頁
、
昭
和
五
四
年
九
月
二
〇
日
裁
決
、
傍
点
－
木
村
）

　
東
京
高
裁
が
昭
和
五
四
年
六
月
二
六
日
に
、
非
業
務
用
資
産
の
取
得
に
必
要
、
相
当
と
認
め
ら
れ
る
借
入
金
利
子
は
、
譲
渡
所
得
金
額
の
計
算

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

上
取
得
費
と
し
て
控
除
さ
れ
る
旨
を
判
事
し
た
事
件
（
判
例
時
報
九
四
五
号
三
六
頁
）
を
境
に
、
前
記
昭
和
五
四
年
裁
決
（
具
体
例
⊥
δ
は
同
四
八

年
裁
決
（
具
体
例
i
二
）
の
法
理
を
変
更
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
国
税
不
服
審
判
所
長
は
、
問
題
の
所
得
税
基
本
通
達
三
八
－
七
の
規
定
の
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

適
用
に
関
し
て
、
国
税
通
則
法
第
九
九
条
一
項
を
活
用
す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
国
税
不
服
審
判
所
は
、
右
東
京
高
裁
判
決
が
下
さ
れ
た
頃
、
右
と
類
似
の
問
題
を
争
点
と
す
る
審
査
請
求
事
件
が
係
属
し
て
い
た
の
で
、
よ
う

や
く
そ
の
裁
決
（
前
記
具
体
例
ー
三
）
に
あ
た
り
従
来
の
法
令
の
解
釈
を
変
更
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
判
決
を
契
機
と
L
た
法
令
解
釈
の
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変
更
に
基
づ
く
裁
決
は
、
国
税
通
則
法
第
九
九
条
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
税
不
服
審
判
所
長
よ
り
国
税
庁
長
官
の
意
見
を
申
し
出
た
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ろ
、
長
官
よ
り
申
出
意
見
の
と
お
り
処
理
し
て
差
し
支
え
な
い
旨
の
指
示
が
あ
り
、
そ
の
指
示
に
即
し
て
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
5
）
　
国
税
不
服
審
判
所
『
国
税
不
服
審
判
所
の
一
〇
年
』
（
昭
和
五
五
年
）
二
一
西
頁
、
柴
田
勲
「
資
産
取
得
の
た
め
の
借
入
金
利
子
の
譲
渡
所
得
計
算
上
の
取
扱
い
に
関
す
る
裁

　
決
に
つ
い
て
」
国
税
速
報
三
二
二
七
号
（
昭
和
五
四
年
一
〇
月
二
五
日
）
二
頁
。

（
6
）
　
譲
渡
所
得
の
実
質
は
、
投
資
用
資
産
（
非
事
業
用
資
産
）
の
所
有
期
間
中
の
価
値
の
増
加
益
で
あ
り
、
譲
渡
所
得
に
対
す
る
課
税
は
、
資
産
の
増
加
益
が
そ
の
譲
渡
に
あ
た
つ
て

　
実
現
す
る
の
で
、
そ
の
増
加
益
に
課
税
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
参
照
、
最
高
裁
昭
和
四
七
年
一
一
月
三
ハ
日
判
決
民
集
二
六
巻
一
〇
号
二
〇
八
三
頁
、
金
子
宏
「
所
得
税
と
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
ヤ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
」
租
税
法
研
究
三
号
（
昭
和
五
〇
年
）
四
〇
頁
、
同
「
譲
渡
所
得
の
意
義
と
範
囲
上
」
法
曹
時
報
三
〇
巻
五
号
（
昭
和
五
三
年
五
月
）
六
九
二
頁
、
木
村
弘
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
亮
「
判
例
批
評
」
判
例
評
論
二
五
九
号
（
昭
和
五
五
年
九
月
）
一
四
八
頁
以
下
）
。
こ
の
よ
う
に
譲
渡
所
得
課
税
は
、
期
間
損
益
計
算
方
法
に
基
づ
く
収
益
課
税
で
は
な
く
、
値
上

　
り
益
に
対
す
る
清
算
課
税
で
あ
る
。

　
　
次
に
、
所
得
税
法
第
三
八
条
の
規
定
は
、
投
下
資
本
の
回
収
を
目
的
と
す
る
定
め
で
あ
り
、
取
得
費
は
、
資
本
投
下
に
要
し
た
金
額
を
い
い
、
投
資
的
支
出
で
あ
ゐ
。
同
条
項

　
は
、
取
得
費
と
し
て
、
ま
ず
一
般
的
に
「
資
産
の
取
得
に
要
し
た
金
額
」
を
あ
げ
、
次
に
確
認
的
に
投
下
資
本
の
回
収
を
目
的
と
し
て
設
備
費
及
び
改
良
費
を
列
記
す
る
。
こ
の
よ

　
う
に
、
右
条
項
は
、
資
産
の
取
得
費
を
、
当
該
資
産
の
取
得
の
時
ま
で
に
直
接
必
要
と
し
た
費
用
に
限
ら
れ
る
（
取
得
時
基
準
説
、
品
川
芳
宣
「
判
例
批
評
」
税
務
弘
報
二
八
巻
こ

　
号
叫
四
八
頁
）
と
か
、
資
産
の
使
用
開
始
に
至
る
ま
で
の
費
用
を
含
む
（
使
用
開
始
基
準
時
説
、
白
崎
浅
吉
「
資
産
を
購
入
す
る
た
め
に
借
入
れ
た
資
金
の
利
子
の
性
格
に
つ
い

　
て
」
税
務
大
学
校
論
叢
五
号
（
昭
和
四
七
年
）
一
五
六
頁
、
一
五
八
頁
以
下
）
と
い
つ
た
限
定
を
明
文
で
も
つ
て
お
こ
な
つ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
所
得
税
法
第
三
八
条
所
定
の
取

　
得
費
は
、
譲
渡
損
益
の
計
算
上
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
資
産
の
譲
渡
が
お
こ
な
わ
れ
た
時
点
で
は
じ
め
て
、
譲
渡
に
対
応
し
て
機
能
す
る
（
同
旨
、
熊
谷
安
弘
「
取
得
費
に
算
入

　
さ
れ
る
借
入
金
利
子
－
東
京
高
裁
判
決
の
波
紋
」
税
理
二
三
巻
五
号
（
昭
和
五
五
年
）
｝
四
八
頁
以
下
、
木
村
・
前
掲
判
例
評
論
二
五
九
号
一
四
九
頁
）
。
非
事
業
用
資
産
の
取

　
得
の
た
め
に
投
下
さ
れ
た
資
本
は
、
そ
の
清
算
に
至
る
ま
で
、
譲
渡
所
得
の
金
額
の
計
算
上
取
得
費
と
し
て
マ
イ
ナ
ス
要
素
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
、
と
解
釈
す
る
の

　
が
、
法
文
に
最
も
適
合
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
ま
た
、
「
取
得
価
額
」
は
、
売
上
原
価
の
計
算
、
減
価
償
却
費
の
計
算
等
に
つ
い
て
正
確
な
期
間
損
益
計
算
を
お
こ
な
う
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
道
具
概
念
で
あ
り
、
原
則
と

　
し
て
資
産
の
取
得
と
同
時
に
取
得
対
価
等
の
金
額
が
帳
簿
に
計
上
さ
れ
る
（
参
照
、
所
得
税
法
施
行
令
第
一
〇
三
条
（
た
な
卸
資
産
の
取
得
価
額
）
、
同
第
＝
一
六
条
（
減
価
償
却
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
産
の
取
得
価
額
）
）
。
所
得
税
法
第
三
七
条
所
定
の
「
総
収
入
金
額
を
得
る
た
め
直
接
に
要
し
た
費
用
の
額
」
と
は
ま
さ
に
右
の
取
得
価
額
を
指
す
も
の
と
理
解
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
　
な
お
、
取
得
費
と
取
得
価
額
の
範
囲
は
、
法
文
上
「
直
接
に
要
し
た
」
と
い
う
表
現
の
存
否
に
照
ら
し
、
取
得
費
の
方
が
広
く
解
す
べ
ぎ
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
以
上
の
考
察
か
ら
、
「
資
産
勘
定
の
費
用
化
」
理
論
が
譲
渡
所
得
に
親
し
み
が
た
い
が
故
に
、
所
得
税
法
第
三
八
条
一
項
は
「
費
用
」
と
い
う
用
語
を
用
い
ず
「
金
額
」
と
表
現

　
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
原
価
性
の
性
質
を
有
す
る
取
得
価
額
は
問
題
で
は
な
く
、
譲
渡
所
得
の
清
算
時
に
そ
の
金
額
の
計
算
上
投
下
資
本
の
回
収
す
べ
ぎ
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
額
と
な
る
取
得
費
が
問
題
と
な
つ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
事
情
の
た
め
、
「
総
収
入
金
額
を
得
る
た
め
直
接
に
要
し
た
費
用
」
で
は
な
く
「
資
産
の
取

　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
逮
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
（
一
九
〇
五
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
『
）

　
得
に
要
し
た
金
額
」
が
問
題
で
あ
つ
て
、
資
産
の
取
得
時
及
び
使
用
開
始
時
を
基
準
に
す
る
の
で
は
な
く
、

　
か
否
か
を
判
断
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
考
え
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

（
7
）
　
参
照
、
国
税
不
服
審
判
所
『
国
税
不
服
審
判
所
の
一
〇
年
』
　
二
一
…
頁
～
＝
二
四
頁
。

（
8
）
　
柴
田
勲
「
前
掲
」
国
税
速
報
三
二
二
七
号
二
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
（
一
九
〇
六
）

譲
渡
所
得
の
清
算
時
を
基
準
に
し
て
、
借
入
金
利
子
を
取
得
費
と
扱
う

24

三
　
国
税
不
服
審
判
所
長
が
、
果
た
し
て
ど
の
程
度
ま
で
国
税
庁
長
官
か
ら
独
立
性
を
保
ち
う
る
か
あ
る
い
は
長
官
の
発
す
る
通
達
に
拘
束
さ
れ

ず
に
裁
決
し
う
る
か
。
こ
れ
が
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
国
税
不
服
審
判
所
制
度
が
創
設
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
重
要
な
争
点
で
あ
つ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
前
記
三
つ
の
具
体
例
は
、
国
税
不
服
審
判
所
が
そ
の
発
足
後
一
〇
年
余
の
あ
い
だ
右
課
題
を
十
二
分
に
果
た
し
て
き
て
い
る
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

言
い
難
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
具
体
例
（
そ
の
一
）
は
、
典
型
的
な
通
達
課
税
を
め
ぐ
る
審
査
請
求
事
案
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

国
税
不
服
審
判
所
制
度
が
無
力
に
等
し
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
具
体
例
（
そ
の
二
及
び
三
）
は
、
法
令
の
通
達
解
釈
が
判
例
に
よ

つ
て
変
更
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
国
税
不
服
審
判
所
長
が
積
極
的
に
通
達
解
釈
を
変
更
し
よ
う
と
し
な
か
つ
た
事
例
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
国
税
通
則
法
第
九
九
条
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
裁
決
例
は
、
審
判
所
制
度
発
足
後
昭
和
五
六
年
二
月
に
至
る
ま
で
僅
か
に
六
例

　
　
　
　
（
1
1
）

に
す
ぎ
な
い
。

　
（
9
）
　
参
照
、
小
宮
保
「
法
人
税
に
お
け
る
通
達
の
性
格
と
そ
の
妥
当
性
」
税
経
通
信
二
巻
六
号
（
昭
和
三
｝
年
六
月
）
二
五
頁
、
須
貝
脩
一
「
通
達
と
は
な
に
か
ー
そ
の
法
的

　
　
性
質
の
解
明
」
財
政
一
八
巻
一
三
号
（
昭
和
二
八
年
二
月
）
二
二
頁
、
中
川
一
郎
「
税
務
通
達
の
使
命
と
そ
の
限
界
」
税
経
通
信
二
巻
六
号
（
昭
和
三
一
年
六
月
）
九
頁
、
黒

　
　
田
覚
「
税
法
に
お
け
る
≡
二
の
憲
法
問
題
」
税
法
学
一
号
（
二
六
年
一
月
）
七
頁
、
北
野
弘
久
「
通
達
と
行
政
不
服
審
査
法
」
法
律
時
報
三
六
巻
コ
一
号
（
昭
和
三
九
年
二
月
）

　
　
　
『
五
頁
、
同
「
通
達
課
税
・
通
達
行
政
」
所
収
”
北
野
編
『
判
例
研
究
日
本
税
法
学
体
系
　
第
一
巻
』
五
一
頁
以
下
。

　
（
1
0
）
　
参
照
、
児
玉
憲
夫
「
不
服
審
査
と
税
務
訴
訟
」
自
由
と
正
義
一
＝
一
巻
二
号
（
昭
和
四
六
年
二
月
）
二
〇
頁
、
二
二
頁
、
北
野
弘
久
「
国
税
不
服
審
判
所
制
度
の
基
礎
的
諸
問

　
　
題
」
企
業
法
研
究
「
八
二
輯
（
昭
和
四
五
年
）
「
五
頁
。

　
（
1
1
）
　
国
税
通
則
法
第
九
九
条
『
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
裁
決
例
は
、
昭
和
五
六
年
二
月
現
在
、
次
の
と
お
り
僅
か
に
六
例
で
あ
る
（
参
照
、
前
記
注
5
）
。

　
　
　
①
　
昭
和
四
六
年
九
月
二
七
日
裁
決
”
仮
装
経
理
に
基
因
す
る
減
額
更
正
に
伴
う
法
入
税
の
還
付
、
裁
決
事
例
集
一
号
二
六
頁
。

　
　
　
②
　
昭
和
四
七
年
二
月
一
六
日
裁
決
”
外
国
入
で
あ
る
被
相
続
人
に
課
さ
れ
る
べ
ぎ
国
税
の
承
継
、
裁
決
事
例
集
五
号
一
頁
。

　
　
　
③
昭
和
四
九
年
三
月
＝
『
日
裁
決
”
外
国
人
職
員
の
休
暇
帰
国
に
あ
た
つ
て
支
給
し
た
旅
費
、
裁
決
事
例
集
八
号
『
頁
。



⑥⑤④

昭
和
五
四
年
九
月
二
〇
日
裁
決
”
資
産
を
取
得
す
る
た
め
に
要
し
た
借
入
金
利
子
の
取
得
費
算
入
、
裁
決
事
例
集
一
七
号
一
七
頁
。

昭
和
五
四
年
九
月
二
七
日
裁
決
“
右
に
同
じ
、
裁
決
事
例
集
一
七
号
二
七
頁
、
国
税
速
報
三
壬
一
七
号
（
昭
和
五
四
年
一
〇
月
二
五
日
）
一
頁
。

昭
和
五
五
年
二
一
月
一
二
日
裁
決
”
相
続
税
に
お
け
る
定
期
預
金
の
評
価
、
参
照
、
千
ケ
崎
行
雄
・
国
税
速
報
三
三
五
一
号
（
昭
和
五
六
年
二
月
二
一
日
）

一
頁
。

第
三
節
　
統
計
数
値
に
み
る
国
税
不
服
審
判
所
制
度
の
意
義

一
　
租
税
法
律
主
義
は
、
租
税
の
確
定
と
徴
収
等
が
租
税
法
の
根
拠
に
基
づ
き
法
に
従
つ
て
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
（
憲
法

第
八
四
条
）
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
納
税
者
た
る
国
民
は
、
個
別
具
体
の
租
税
事
案
に
つ
い
て
、
租
税
の
確
定
と
徴
収
等
が
違
法
に
若
し
く
は
不

当
に
な
さ
れ
て
自
己
の
権
利
利
益
を
侵
害
し
て
い
る
旨
の
不
服
又
は
苦
情
を
申
し
出
た
い
と
考
え
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
納
税
者
は
、

非
常
に
複
雑
か
つ
難
解
な
租
税
法
の
解
釈
若
し
く
は
相
当
に
難
事
な
納
税
申
告
及
び
記
帳
方
法
等
に
つ
い
て
、
税
務
相
談
に
赴
き
た
く
お
も
う
場

合
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
国
民
の
権
利
利
益
の
確
保
の
要
望
に
備
え
て
、
租
税
法
律
関
係
に
関
す
る
紛
争
予
防
・
救
済
制
度
が
左
記
の
ご
と
く

整
備
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
ω
　
略
式
の
も
の

　
　
　
1
　
税
務
相
談
（
含
、
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス
、
税
務
指
導
）

　
　
　
2
　
租
税
苦
情
処
理

　
　
②
　
正
規
の
も
の

　
　
　
1
　
不
服
審
査
（
国
税
通
則
法
第
八
章
一
節
、
地
方
税
法
第
一
章
一
二
節
、
相
続
税
法
附
則
第
三
項
但
し
書
ぎ
）

　
　
　
　
④
　
異
議
申
立
て

　
　
　
　
＠
　
審
査
請
求

　
　
　
2
　
訴
訟
（
国
税
通
則
法
第
一
一
四
条
、
行
政
事
件
訴
訟
法
第
一
条
）

　
　
③
　
そ
の
他

　
　
　
1
　
更
正
の
請
求
（
国
税
通
則
法
第
≡
二
条
）

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
（
一
九
〇
七
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
｝
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
ハ
　
　
（
『
九
〇
八
）

　
　
2
　
還
付
請
求
（
所
得
税
法
第
二
三
条
、
第
＝
＝
二
条
、
第
；
天
条
等
）

　
　
3
　
納
税
の
猶
与
（
国
税
通
則
法
第
四
六
条
）

　
右
の
租
税
事
件
予
防
・
救
済
制
度
の
全
体
に
占
め
る
国
税
不
服
審
判
所
制
度
の
意
義
を
、
統
計
数
値
に
よ
り
考
察
し
よ
う
と
す
る
の
が
本
節
の

課
題
で
あ
る
。

二
　
税
務
相
談
及
び
苦
情
処
理
は
、
現
在
の
租
税
事
件
予
防
・
救
済
制
度
全
体
に
お
い
て
、
量
的
に
も
質
的
に
も
四
つ
の
多
大
な
意
義
を
有
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
参
照
、
表
－
）
。
第
一
に
、
実
体
法
及
び
手
続
法
上
の
租
税
法
律
関
係
に
つ
い
て
、
租
税
官
庁
が
国
民
の
租
税
法
上
の

問
合
せ
、
相
談
に
応
じ
法
的
に
的
確
な
助
言
を
与
え
、
他
方
、
国
民
が
そ
の
助
言
に
基
づ
き
納
税
申
告
及
び
租
税
計
画
等
を
お
こ
な
う
な
ら
ば
、

紛
争
の
発
生
は
相
当
滅
少
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
紛
争
の
予
防
及
び
予
測
可
能
性
の
確
立
に
よ
つ
て
、
納
税

者
の
権
利
利
益
は
間
接
的
に
保
護
さ
れ
う
る
。
但
し
、
そ
の
助
言
等
が
租
税
法
の
解
釈
及
び
運
用
上
法
的
に
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
に
、
税
務
相

談
・
苦
情
処
理
の
制
度
的
限
界
が
認
め
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
実
体
法
上
、
ω
事
務
処
理
の
間
違
い
②
法
令
の
解
釈
・
運
用
の
不
適
切
③
行
政
の
執
行
上
の
蝦
疵
を
そ
れ
ぞ
れ
原
因
と
す
る
租
税
苦

情
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
権
利
利
益
の
保
護
が
問
接
的
に
果
さ
れ
う
る
。

　
第
三
に
、
手
続
法
に
お
い
て
、
①
事
務
処
理
の
遅
延
を
原
因
と
す
る
租
税
苦
情
が
解
決
さ
れ
る
こ
と
③
簡
易
迅
速
に
税
務
相
談
・
苦
情
処
理
が

す
す
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
納
税
者
の
権
利
利
益
が
間
接
的
に
保
護
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
最
後
に
、
税
務
相
談
及
び
苦
情
処
理
制
度
は
、
国
民
と
行
政
の
関
係
改
善
に
役
立
つ
て
い
る
、
と
も
評
価
で
き
よ
う
。

　
税
務
相
談
及
び
苦
情
処
理
制
度
の
存
在
意
義
は
、
次
の
統
計
値
に
よ
つ
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
税
務
相
談
の
件
数
は
、
表
1
「
租
税
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
税
務
相
談
・
苦
情
の
累
年
比
較
」
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
昭
和
四
七
年
以
降
毎

年
二
〇
万
件
以
上
も
増
加
し
つ
づ
け
て
お
り
、
昭
和
五
一
年
度
、
五
二
年
度
に
は
前
年
度
に
比
し
四
〇
万
件
の
増
加
を
み
る
と
い
う
驚
異
的
記
録
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を
残
し
て
い
る
。
ま
た
、
税
務
相
談
及
び
苦
情
の
受
付
件
数
は
、
昭
和
五
二
年
に
一
六
五
万
三
一
四
二
件
に
の
ぼ
つ
て
お
り
、
前
年
度
に
比
し
二

八
・
八
％
増
で
あ
り
、
昭
和
五
三
年
で
は
前
年
度
比
八
・
二
％
増
で
あ
る
。
比
較
対
照
す
れ
ば
、
行
政
管
理
庁
の
取
扱
つ
た
行
政
苦
情
相
談
受
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

件
数
は
、
昭
和
五
二
年
に
一
六
万
一
八
二
二
件
で
あ
り
、
前
年
度
比
五
・
八
％
増
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
税
務
相
談
の
受
付
件
数
及
び
前
年

度
比
増
加
率
が
い
か
に
大
き
い
も
の
で
あ
る
か
は
、
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。

　
次
に
税
務
苦
情
件
数
は
、
近
時
と
く
に
昭
和
四
八
年
度
、
四
九
年
度
以
降
に
か
ぎ
つ
て
み
れ
ば
激
減
し
て
い
る
（
参
照
、
表
－
）
。
し
か
し
、
税

務
苦
情
件
数
は
、
訴
訟
件
数
（
参
照
、
表
開
）
に
比
較
し
、
未
だ
軽
視
し
難
い
数
値
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
ぎ
た
い
。

　
（
1
2
）
　
小
谷
卓
男
「
租
税
行
政
不
服
申
立
」
（
金
子
宏
ほ
か
編
『
租
税
法
講
座
　
第
三
巻
』
所
収
）
二
四
〇
頁
は
、
税
務
相
談
を
、
一
種
の
行
政
苦
情
処
理
制
度
と
理
解
し
、
広
義
の

　
　
租
税
行
政
救
済
に
含
め
る
。

　
（
13
）
　
行
政
苦
情
処
理
制
度
の
意
義
及
び
評
価
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
近
藤
昭
三
ほ
か
『
行
政
法
（
2
）
』
（
昭
和
五
五
年
）
七
〇
頁
～
七
一
頁
（
木
村
弘
之
亮
執
筆
）
。

　
（
14
）
　
行
政
管
理
庁
行
政
監
察
局
『
行
政
監
察
年
報
　
昭
和
五
三
年
度
』
　
（
昭
和
五
四
年
）
四
一
〇
頁
。

三
　
他
方
、
租
税
事
件
の
異
議
申
立
て
及
び
審
査
請
求
の
件
数
は
、
前
叙
の
ご
と
く
税
務
相
談
件
数
が
激
増
す
る
の
と
対
照
的
に
、
減
少
し
て
い

る
。
表
射
「
租
税
事
件
の
異
議
申
立
処
理
済
件
数
と
そ
の
百
分
率
ー
年
度
別
及
び
終
局
区
分
別
」
及
び
表
”
「
租
税
事
件
の
異
議
申
立
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
）

る
実
質
認
容
率
」
か
ら
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
異
議
申
立
て
に
つ
い
て
の
表
面
認
容
率
及
び
実
質
認
容
率
（
後
者
は
以
下
（
）
内
に
示
す
）
は

と
く
に
昭
和
四
九
年
度
以
後
急
降
下
す
る
。
昭
和
四
七
年
度
以
前
に
お
け
る
表
面
認
容
率
及
び
実
質
認
容
率
は
例
年
ほ
ぼ
五
〇
％
前
後
（
六
八
％

な
い
し
六
〇
％
）
で
あ
つ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
昭
和
四
九
年
度
以
降
の
表
面
認
容
率
及
び
実
質
認
容
率
は
年
々
歳
々
一
三
・
九
％
（
一
五
・
五
％
）
、

一
〇
・
○
％
（
帰
O
・
九
％
）
、
七
・
八
％
（
八
・
五
％
）
さ
ら
に
五
・
九
％
（
八
・
二
％
）
、
二
・
七
％
（
三
二
一
％
）
へ
と
減
少
の
一
途
を
た
ど
つ
て
い

る
Q

　
同
様
に
、
審
査
請
求
の
認
容
率
も
、
異
議
申
立
て
の
認
容
率
の
低
下
傾
向
と
ほ
ぼ
バ
ラ
レ
ル
に
、
と
く
に
昭
和
四
九
年
度
以
後
に
低
減
す
る

（
参
照
、
表
討
及
び
表
卸
）
。
昭
和
五
〇
年
度
以
降
各
年
度
に
お
け
る
表
面
認
容
率
及
び
実
質
認
容
率
は
僅
か
に
七
．
二
％
（
八
．
一
％
）
、
五
．
三
％

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
（
一
九
〇
九
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
（
｝
九
一
〇
）

（
五
・
九
％
）
さ
ら
に
四
・
二
％
（
五
・
二
％
）
、
八
・
七
％
（
八
．
四
％
）
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
国
税
不
服
審
判
所
制
度
の
創
設
さ
れ
た
昭
和
四
五
年

度
前
後
に
お
け
る
実
質
認
容
率
が
例
年
ほ
ぼ
六
〇
％
で
あ
つ
た
こ
と
に
鑑
み
、
近
年
の
認
容
率
の
統
計
数
値
は
目
を
疑
う
ば
か
り
で
あ
る
。
国
税

不
服
審
判
所
制
度
が
そ
の
発
足
後
昭
和
四
六
年
度
、
四
七
年
度
、
四
八
年
度
に
は
第
三
者
的
な
権
利
救
済
機
関
と
し
て
順
風
に
帆
を
上
げ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。

　
右
の
統
計
値
に
み
る
低
下
現
象
の
実
質
的
根
拠
と
し
て
、
四
点
を
指
摘
し
う
る
。
ま
ず
、
納
税
者
は
、
租
税
法
上
の
事
実
認
定
及
び
法
解
釈
の

問
題
に
つ
い
て
、
租
税
官
庁
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
す
る
た
め
、
さ
ら
に
予
測
可
能
な
経
済
生
活
を
営
み
う
る
た
め
、
税
務
相
談
を
な
し
助
言
を

得
よ
う
と
努
め
る
。
そ
の
結
果
、
異
議
申
立
て
及
び
審
査
請
求
の
件
数
は
一
般
に
低
下
す
る
。

　
第
二
に
、
認
容
率
に
関
す
る
統
計
数
値
を
み
る
か
ぎ
り
、
昭
和
四
九
年
度
以
降
、
わ
が
国
税
に
関
す
る
異
議
申
立
て
及
び
審
査
請
求
の
制
度

は
、
運
用
上
、
法
的
救
済
制
度
と
し
て
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
状
況
の
下
で
は
、
納
税
者
は
、
異
議
申
立
て

若
し
く
は
審
査
請
求
の
途
へ
で
は
な
く
、
税
務
相
談
へ
赴
き
、
自
己
の
権
利
利
益
を
予
防
的
に
若
し
く
は
間
接
的
に
確
保
せ
ん
と
努
め
ざ
る
を
得

な
く
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
納
税
者
は
妥
協
的
に
修
正
申
告
の
勧
し
よ
う
に
応
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
第
三
に
、
表
4
「
租
税
事
件
に
関
す
る
審
査
請
求
率
と
出
訴
率
の
累
年
比
較
」
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
審
査
請
求
率
（
審
査
請
求
件
数
を
、
異

議
決
定
の
う
ち
審
査
請
求
の
あ
り
う
る
件
数
で
除
し
た
百
分
率
）
は
、
異
議
申
立
て
を
経
な
い
審
査
請
求
件
数
を
考
慮
に
入
れ
る
と
し
て
も
、
国
税
不

服
審
判
所
制
度
の
創
設
後
昭
和
五
〇
年
度
ま
で
七
五
％
な
い
し
六
八
％
に
達
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
逓
減
し
て
お
り
、
昭
和
五
一
年
度
以
降
は
右

制
度
創
設
以
前
の
レ
ベ
ル
よ
り
低
下
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
審
査
請
求
率
の
低
下
現
象
は
、
国
税
不
服
審
判
所
制
度
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
感

に
依
存
し
て
お
り
、
審
査
の
認
容
率
が
と
く
に
昭
和
四
九
年
度
以
降
急
速
に
悪
化
し
て
い
る
こ
と
に
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

　
第
四
に
、
国
税
通
則
法
第
九
九
条
所
定
の
審
判
所
長
の
裁
決
権
に
関
す
る
法
解
釈
が
固
有
裁
決
権
説
で
は
な
く
委
任
裁
決
権
説
に
傾
い
て
い
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
に
考
察
す
る
よ
う
に
、
国
税
不
服
審
判
所
制
度
の
立
案
関
係
者
の
立
法
解
説
に
お
い
て
は
、
国
税
不
服
審
判
所
長
は
、
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独
立
に
裁
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
、
通
達
に
拘
束
さ
れ
ず
法
律
に
の
み
基
づ
い
て
裁
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
行
政
の
統
一
性
を
図
る

た
め
に
通
達
と
異
な
る
法
令
解
釈
を
す
る
と
ぎ
に
は
国
税
庁
長
官
に
そ
の
意
見
を
申
し
出
る
も
の
と
す
る
と
い
う
固
有
裁
決
権
説
が
有
力
で
あ
つ

　
　
　
　
　
（
1
7
）

た
と
お
も
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
運
用
上
、
前
述
の
具
体
例
及
び
国
税
通
則
法
第
九
九
条
一
項
の
適
用
件
数
（
前
掲
注
1
1
）
に
鑑
み
て
も
、
委
任

裁
決
権
説
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
わ
け
は
、
右
条
項
の
規
定
の
反
対
解
釈
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
国
税
不
服
審
判
所

長
は
法
令
の
み
な
ら
ず
通
達
に
拘
束
さ
れ
つ
つ
、
事
実
認
定
及
び
法
律
解
釈
を
お
こ
な
つ
て
事
案
を
裁
決
す
べ
き
法
的
地
位
に
置
か
れ
て
お
り
、

例
外
的
に
の
み
所
長
は
必
ず
し
も
通
達
に
拘
束
さ
れ
な
く
と
も
よ
い
と
解
さ
れ
る
余
地
が
残
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
税
庁
長
官

が
そ
の
裁
決
権
を
条
件
付
で
国
税
不
服
審
判
所
長
に
委
任
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
法
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
国
税
不
服
審
判
所
及
び
同
所
長

の
組
織
法
上
の
地
位
が
、
昭
和
四
九
年
頃
を
境
に
大
き
く
変
化
さ
せ
ら
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
租
税
事
件
の
不
服
申
立
て
の
認
容
率
及
び
不
服
申
立
て
率
の
低
下
現
象
は
、
租
税
行
政
の
適
法
性
及
び
合
目
的
性
を
誇
示
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

で
あ
る
、
と
の
見
解
も
あ
る
程
度
ま
で
あ
た
つ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
不
服
申
立
認
容
率
等
の
逓
減
の
根
拠
が
、
租
税
行
政
の
適
法
性
及

び
合
目
的
性
に
の
み
求
め
ら
れ
う
る
と
の
速
断
は
、
あ
ま
り
に
楽
観
的
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
租
税
事
案
の
紛
争
処
理
パ

タ
ー
ソ
が
累
積
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
関
係
当
事
者
は
そ
の
先
例
に
照
ら
し
租
税
事
案
を
紛
争
予
防
的
に
又
は
事
後
的
に
処
理
し
て
い
る
、
と

の
予
想
し
う
る
見
解
も
あ
る
程
度
正
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
租
税
事
件
の
事
実
認
定
及
び
法
律
解
釈
に
関
す
る
未
解
決
問
題
が
、
昭
和
四
八

年
・
四
九
年
度
を
境
に
急
に
少
な
く
な
つ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ず
、
個
別
の
未
解
決
問
題
は
今
後
と
も
陸
続
す
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。

　
（
1
5
）
　
表
面
認
容
率
と
は
、
不
服
審
査
及
び
訴
訟
に
つ
い
て
、
総
処
理
済
件
数
（
”
み
な
す
取
下
げ
、
取
下
げ
、
却
下
、
棄
却
、
全
部
取
消
、
一
部
取
消
及
び
変
更
と
い
う
形
で
終
局

　
　
的
に
処
理
さ
れ
た
件
数
の
総
数
）
に
占
め
る
認
容
件
数
（
全
部
認
容
、
一
部
認
容
及
び
変
更
と
い
う
形
で
処
理
さ
れ
た
件
数
の
総
数
）
の
割
合
を
さ
す
。

　
　
　
他
方
、
実
質
認
容
率
と
は
、
不
服
審
査
及
び
訴
訟
に
つ
い
て
、
終
局
的
に
棄
却
、
全
部
認
容
、
｝
部
認
容
及
び
変
更
と
い
う
形
で
処
理
さ
れ
た
件
数
の
総
数
に
占
め
る
認
容
件
数

　
　
（
全
部
認
容
、
一
部
認
容
及
び
変
更
と
い
う
形
で
処
理
さ
れ
た
件
数
の
総
数
）
の
割
合
を
さ
ず
。

　
　
　
両
者
の
相
違
は
、
し
た
が
つ
て
、
み
な
す
取
下
げ
、
取
下
げ
及
び
却
下
の
件
数
を
基
数
に
算
入
す
る
か
否
か
に
あ
る
。

　
（
16
）
　
八
田
卯
一
郎
氏
が
昭
和
四
五
年
五
月
よ
り
昭
和
四
八
年
九
月
ま
で
、
海
部
安
昌
氏
が
同
年
九
月
よ
り
昭
和
五
一
年
一
二
月
ま
で
、
岡
田
辰
雄
氏
が
同
年
＝
一
月
よ
り
国
税
不
服

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ご
九
　
　
（
一
九
二
　
）

29



　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
（
一
九
』
二
）

　
　
審
判
所
長
で
あ
つ
た
。

　
（
1
7
）
　
参
照
、
伊
藤
義
一
「
着
実
に
歩
ぎ
始
め
た
国
税
不
服
審
判
所
」
企
業
法
研
究
一
九
五
輯
（
昭
和
四
六
年
八
月
）
　
一
八
頁
は
、
国
税
不
服
審
判
所
制
度
の
発
足
一
年
間
の
実
績

　
　
で
、
国
税
不
服
審
判
所
長
の
権
限
の
強
さ
が
証
明
さ
れ
た
と
す
る
。

　
（
1
8
）
　
国
税
不
服
審
判
所
長
が
処
分
を
取
消
し
た
と
ぎ
、
原
処
分
庁
に
は
出
訴
の
途
が
な
い
こ
と
が
、
「
実
に
重
大
な
影
響
を
原
処
分
に
与
え
た
。
」
　
（
伊
藤
義
｝
「
前
掲
」
企
業
法
研

　
　
究
一
九
五
輯
一
八
頁
）

四
　
租
税
事
件
の
出
訴
率
（
出
訴
件
数
を
、
審
査
裁
決
の
う
ち
出
訴
の
あ
り
う
る
件
数
で
除
し
た
百
分
率
）
は
、
国
税
不
服
審
判
所
制
度
の
創
設
以
降
、

逓
減
し
て
お
り
、
昭
和
五
〇
年
度
は
僅
か
に
二
％
前
後
に
す
ぎ
な
い
（
参
照
、
表
4
）
。

　
こ
の
よ
う
な
出
訴
率
の
低
下
現
象
は
、
不
服
申
立
前
置
主
義
に
よ
る
ス
ク
リ
ー
ン
作
用
、
訴
訟
費
用
等
の
間
題
の
ほ
か
、
以
下
の
よ
う
な
認
容

率
及
び
審
理
期
問
の
問
題
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
表
肘
「
租
税
訴
訟
事
件
の
終
局
区
分
別
件
数
（
第
一
審
）
」
及
び
表
団
「
租
税
訴
訟
事
件
（
第
一
審
）
の
実
質
認
容
率
」
が
明
ら
か
に

す
る
よ
う
に
、
国
側
被
告
事
件
の
実
質
認
容
率
は
例
年
三
〇
％
以
下
（
二
五
％
前
後
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
表
6
「
昭
和
五
三
年
租
税
訴
訟
既
済

事
件
数
－
審
級
の
種
類
及
び
終
局
区
分
別
」
の
統
計
数
値
が
示
す
よ
う
に
、
棄
却
率
は
、
第
二
審
で
八
二
・
八
％
、
第
三
審
で
は
九
七
・
四
％

に
の
ぽ
つ
て
い
る
。

　
第
二
に
、
表
7
「
各
審
級
別
租
税
訴
訟
既
済
事
件
数
i
審
理
期
問
（
当
審
受
理
か
ら
終
局
ま
で
）
別
」
及
び
表
8
「
各
審
級
別
租
税
訴
訟
既
済

事
件
数
［
審
理
期
間
（
第
一
審
受
理
か
ら
終
局
ま
で
）
」
に
み
る
各
統
計
値
が
雄
弁
に
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
に
、
審
理
期
間
は
相
当
に
長
期
に
わ

た
つ
て
い
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
租
税
訴
訟
は
、
費
用
の
ほ
か
に
長
い
年
月
を
費
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
審
で
の
認
容
率
は
二
五
％
内
外
で
あ
り
、
第

二
審
さ
ら
に
第
三
審
に
お
け
る
認
容
率
は
著
し
く
低
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
は
、
納
税
者
が
租
税
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
自
体
が
、
大
き
な
リ
ス
ク
と
コ
ス
ト
を
と
も
な
う
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
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い
σ
そ
の
結
果
、
出
訴
率
が
、
前
記
の
ご
と
く
二
％
前
後
に
陥
つ
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
　
以
上
の
統
計
数
値
に
基
づ
く
分
析
を
要
約
す
る
に
、
税
務
相
談
・
苦
情
処
理
制
度
の
進
展
に
ひ
き
か
え
、
と
く
に
国
税
不
服
審
判
所
制
度
の

存
在
意
義
が
近
年
と
く
に
昭
和
四
九
年
度
以
降
急
激
に
低
下
し
て
い
る
。
同
時
に
、
租
税
訴
訟
に
お
け
る
認
容
率
、
審
理
期
問
及
び
出
訴
率
に
照

ら
し
、
納
税
老
が
訴
訟
に
お
お
き
な
期
待
を
寄
せ
難
い
と
い
う
の
が
、
現
状
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
他
方
、
国
税
不
服
審
判
所
に
お
け
る
実
質
認

容
率
が
そ
の
発
足
後
昭
和
四
八
年
度
に
至
る
ま
で
五
〇
％
を
超
え
て
い
る
と
い
う
統
計
数
値
（
参
照
、
表
躍
）
は
、
同
制
度
の
運
用
い
か
ん
に
よ

り
、
そ
の
存
在
意
義
を
回
復
し
う
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
運
用
の
ポ
イ
γ
ト
が
、
国
税
不
服
審
判
所

長
の
裁
決
権
若
し
く
は
組
織
法
上
の
地
位
に
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
肯
首
さ
れ
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

第
二
章
国
税
不
服
審
判
所
制
度
の
創
設
経
緯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
閣
節
現
状
の
協
議
団
制
度
と
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
相
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
」
に
基
づ
き
、
所
得
税
等
の
更
正
、
決
定
に
対
す
る
納
税
者
の
異
議
処
理
機
関
と
し
て
、
昭
和
二
五
年
七
月
あ
ら
た
に
国
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

庁
及
び
各
国
税
局
に
協
議
団
本
部
が
設
け
ら
れ
、
協
議
団
制
度
が
発
足
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
協
議
団
制
度
が
果
し
て
「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
」
に
基
づ
い
て
発
足
し
た
か
ど
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
右
勧
告

は
、
第
一
に
「
何
人
と
い
え
ど
も
自
己
の
事
件
の
裁
判
官
た
り
え
な
い
」
と
い
う
原
則
及
び
第
二
に
「
相
手
当
事
者
の
言
い
分
を
き
け
」
と
い
う

原
則
を
確
認
し
た
う
え
で
、
協
議
団
制
度
の
創
設
を
提
案
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
協
議
団
が
事
件
の
裁
決
権
を
有
す
べ
き
で
あ
り
、
協
議
団
は
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
次
的
に
税
務
署
に
附
属
設
置
さ
れ
副
次
的
に
国
税
局
に
附
設
さ
れ
る
よ
う
提
案
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
（
一
九
＝
二
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
『
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
（
｝
九
一
四
）

　
　
ま
ず
、
「
異
議
申
立
〔
冥
o
奮
昌
は
か
れ
丁
納
税
老
〕
の
更
正
決
定
を
行
つ
た
と
同
じ
税
務
官
吏
に
対
し
て
な
さ
れ
る
か
ら
、
（
納
税
者
の
方
か
ら
見
れ
ぽ
）
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
官
吏
は
同
情
を
も
つ
て
旦
つ
公
平
な
立
場
で
そ
の
訴
え
に
耳
を
か
さ
な
い
だ
ろ
う
。
」

当
時
の
不
服
申
立
て
制
度
に
つ
い
て
、
納
税
者
は
右
の
点
で
基
本
的
に
不
信
を
懐
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
次
の
機
構
を
有
す
る
協
議
団
が
設
置

さ
る
べ
ぎ
で
あ
る
、
と
勧
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
も
し
、
納
税
者
と
、
か
れ
の
納
税
申
告
を
更
正
決
定
し
た
税
務
官
吏
と
の
間
に
非
公
式
の
協
議
〔
艮
。
§
巴
8
ま
R
窪
8
〕
が
行
わ
れ
た
結
果
、
意
見
が
一
致

　
　
し
な
い
場
合
は
納
税
者
は
税
務
署
内
ま
た
は
数
税
務
署
の
県
単
位
に
附
属
設
置
さ
れ
る
特
別
の
協
議
団
〔
。
・
需
。
芭
9
氏
R
窪
8
9
0
¢
巳
に
事
件
を
持
出
す

　
　
こ
と
を
許
さ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
あ
る
場
合
に
は
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
国
税
局
の
協
議
団
に
異
議
申
立
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
中
略
。
わ
れ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
）

　
　
れ
の
一
般
的
印
象
は
そ
こ
7
国
税
局
の
協
議
団
〕
ま
で
事
件
を
押
し
進
め
る
だ
け
の
価
値
が
あ
る
と
考
え
た
納
税
者
は
少
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

　
こ
の
二
段
階
か
ら
な
る
協
議
団
は
、
事
前
手
続
、
協
定
手
続
及
び
こ
れ
に
つ
づ
く
異
議
申
立
て
手
続
（
税
務
署
協
議
団
あ
る
い
は
国
税
局
協
議
団
に

お
け
る
そ
れ
）
さ
ら
に
審
査
請
求
手
続
、
最
後
に
協
議
団
監
査
手
続
と
い
つ
た
行
政
手
続
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
構
想
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
を
分
説
す
れ
ぽ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
「
も
し
事
件
が
以
前
に
丁
更
正
決
定
の
段
階
で
〕
調
査
さ
れ
て
い
る
も
の
な
ら
、
納
税
者
は
協
定
〔
ω
①
三
Φ
ヨ
曾
畠
に
到
達
せ
ん
が
た
め
に
調
査
官
と
全
て
の

　
　
事
項
に
つ
い
て
討
議
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
更
正
決
定
額
よ
り
相
当
異
つ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
監
督
官
の
認
可
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
正
決
定
の
前
に
調
査
が
行
な
わ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
も
し
事
情
が
必
要
と
す
る
な
ら
ぽ
調
査
を
行
な
い
、
前
述
の
手
続
を
踏
む
べ
き
で
あ
る
。
」

　
　
　
「
も
し
調
査
官
と
の
こ
の
よ
う
な
討
議
が
事
件
を
解
決
す
る
に
至
ら
な
け
れ
ば
、
更
に
行
政
的
配
慮
に
よ
る
手
段
に
訴
え
る
必
要
が
あ
る
。
未
解
決
の
異
議

　
　
申
立
事
件
を
考
慮
し
且
つ
決
定
す
る
機
能
を
も
つ
税
務
官
吏
よ
り
な
る
協
議
団
を
作
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
協
議
団
は
税
務
官
吏
の
中
で
、
比
較
的
に
有
能
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
年
長
の
、
経
験
の
豊
富
な
者
か
ら
選
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
」
「
以
前
の
調
査
ま
た
は
最
初
の
協
定
の
段
階
で
特
定
の
事
件
を
直
接
取
扱
つ
た
調
査
官
は
同
一
事

　
　
俸
み
泓
議
昏
ど
ホ
照
ぎ
恩
邸
郁
い
。
し
か
し
、
可
能
で
あ
る
限
り
、
協
議
団
は
で
き
る
だ
け
調
査
官
以
外
の
も
の
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
、
そ
れ
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
、
　
、
　
、
〔
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
、
、
、
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
、
、
　
、
、
　
、
　
、
　
、

　
　
つ
て
納
税
者
に
対
し
、
か
れ
ら
の
提
訴
雷
薯
8
芭
は
最
初
分
更
正
決
規
〔
○
『
酋
惹
ζ
①
器
。
・
窃
馨
Φ
具
〕
ま
た
は
調
査
の
過
程
と
関
係
の
な
い
全
然
異
つ
た
税

　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
務
官
吏
の
団
体
に
よ
つ
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
傍
点
ー
木
村
）
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さ
ら
に
ま
た
、
「
も
し
税
務
署
の
協
議
団
の
決
定
に
対
し
て
納
税
者
が
な
お
不
満
で
あ
る
な
ら
、
あ
る
場
合
に
は
更
に
こ
れ
を
国
税
局
〔
の
協
議
団
〕
へ
提
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
・
　
、
　
、
　
・
　
、
　
・
　
・
　
、

　
　
冠
署
8
一
〕
す
る
権
利
を
も
つ
こ
と
が
よ
い
。
」
「
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
納
税
者
は
自
分
の
事
件
を
持
出
す
た
め
に
協
議
官
の
面
前
に
現
わ
れ
る
機
会
を
与
え

　
　
、
、
、
（
9
）

　
ら
れ
る
。
」
（
傍
点
－
木
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
　
最
後
に
、
「
国
税
局
の
協
議
団
の
活
動
は
、
国
税
庁
が
か
か
る
協
議
団
に
よ
つ
て
決
定
E
a
留
〕
さ
れ
た
事
件
を
監
査
〔
p
。
＆
菖
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ

　
を
監
督
統
御
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
監
査
手
続
は
各
国
税
局
に
お
け
る
方
針
の
統
一
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
国
税
局
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
の
段
階
で
判
定
を
つ
け
る
前
に
特
殊
な
事
件
に
つ
い
て
国
税
庁
に
助
言
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
傍
点
－
木
村
）

　
以
上
の
ご
と
く
、
「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
」
は
、
事
前
手
続
・
協
定
手
続
に
つ
づ
い
て
、
「
協
議
団
」
を
一
次
的
に
税
務
署
レ
ベ
ル
に
そ
し
て
副
次
的

に
国
税
局
レ
ベ
ル
に
設
け
る
こ
と
を
構
想
し
て
い
た
。

　
し
か
し
、
現
実
に
は
、
協
議
団
は
、
国
税
庁
及
び
各
国
税
局
に
設
置
さ
れ
た
に
と
ど
ま
つ
た
（
参
照
、
昭
和
二
五
年
五
月
四
日
法
律
第
一
四
一
号
「
大

蔵
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
第
三
三
条
の
四
（
国
税
庁
協
議
団
）
及
び
第
三
八
条
の
二
（
国
税
局
協
議
団
、
昭
和
二
五
年
六
月
三
〇
日
政
令
第
一
二
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

号
「
国
税
庁
協
議
団
及
び
国
税
局
協
議
団
令
」
）
。
納
税
者
の
便
宜
を
考
慮
し
て
、
国
税
局
協
議
団
の
場
合
に
は
各
国
税
局
に
協
議
団
本
部
が
設
け
ら

れ
た
ほ
か
、
国
税
局
所
在
地
以
外
の
全
国
の
主
要
都
市
に
協
議
団
支
部
が
設
置
さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
税
務
署
レ
ベ
ル
に
は
設
け
ら
れ
な
か
つ
た

の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
は
、
更
正
決
定
又
は
調
査
に
あ
た
る
税
務
官
吏
の
グ
ル
ー
プ
（
執
行
系
統
）
と
全
く
別
個
の
税
務
官
吏
の
団
体
（
審
判

系
統
）
が
租
税
事
件
を
第
三
者
的
・
客
観
的
立
場
で
公
平
に
裁
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
以
前
に
調
査
ま
た
は
最
初
の
協
定
の
段
階
で
特
定
の
事

件
を
直
接
取
扱
つ
た
調
査
官
は
同
一
事
件
の
協
議
官
と
す
べ
き
で
な
い
」
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
同
勧
告
の
不
服
申
立
て
制
度
に

関
す
る
基
本
理
念
は
こ
の
点
に
存
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
制
定
法
及
び
そ
の
運
用
に
よ
れ
ば
、
協
議
官
は
独
立
の
法
令
解
釈
権
を
有
さ
ず
上
司
の
確
定
し
た
解
釈
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら

へ
1
2
）ず

、
さ
ら
に
、
審
査
決
定
は
、
国
税
庁
長
官
又
は
国
税
局
長
の
権
限
と
さ
れ
て
お
り
、
単
位
協
議
団
の
協
議
の
結
果
は
、
審
査
決
定
の
一
段
階
と

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
（
一
九
一
五
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
（
一
九
一
六
）

し
て
の
要
件
で
は
あ
る
が
、
長
官
又
は
局
長
の
意
思
決
定
の
内
容
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
事
実
の
確
定
又

は
税
法
の
適
用
に
つ
い
て
違
法
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
場
合
に
よ
つ
て
は
、
他
の
単
位
協
議
団
の
協
議
に
移
す
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
協
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

団
の
結
果
と
異
な
る
決
定
を
お
こ
な
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
そ
の
う
え
、
「
従
来
の
現
状
を
卒
直
に
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
〔
協
議
団
に
対
す
る
〕
主
管
部
の
意
見
が
多
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
発
言
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
運
用
上
、
協
議
団
の
第
三
者
的
性
格
は
相
当
に
薄
い
も
の
で
あ
つ
た
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
協
議
団
の
運

用
に
つ
い
て
次
の
発
言
が
参
考
と
な
ろ
う
。

34

「
一
つ
の
事
実
認
定
に
つ
い
て
、
全
体
の
事
実
は
こ
う
だ
と
い
う
事
実
を
確
定
す
る
場
合
に
、
こ
う
確
定
す
る
に
は
、
ま
だ
こ
う
い
つ
た
一
つ
の
事
実
関
係
を

も
う
少
し
調
べ
た
上
で
こ
う
確
定
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
、
そ
の
希
望
意
見
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
つ
た
意
見
が
〔
局
長
の
補
佐
と
し
て
の
〕
主
管
部

の
方
か
ら
〔
協
議
団
に
対
し
て
〕
非
常
に
多
か
つ
た
。
そ
の
た
め
に
こ
の
点
の
調
査
不
足
、
あ
る
い
は
調
査
漏
れ
、
そ
う
い
つ
た
指
摘
が
主
管
部
か
ら
多
い
た

め
に
、
協
議
報
告
書
が
両
者
丁
協
議
団
と
局
長
・
主
管
部
〕
の
間
を
行
つ
た
り
き
た
り
し
て
お
つ
た
。
そ
の
た
め
に
主
管
部
と
の
間
の
意
見
調
整
に
手
問
が

か
か
つ
て
お
つ
た
と
い
う
点
は
、
私
ど
も
十
分
反
省
を
い
た
し
ま
し
て
、
目
下
〔
昭
和
三
五
年
一
一
月
現
在
〕
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
で
と
つ
て
お
り
ま
す
態
度

は
、
事
実
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
協
議
団
が
実
地
に
調
査
を
し
た
結
果
出
さ
れ
た
結
論
に
よ
る
べ
し
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
実
は
方
針
を
打
ち
出
し
て
、
そ
の
事

実
認
定
さ
れ
た
事
実
の
上
に
、
そ
れ
を
法
規
の
適
用
解
釈
は
こ
う
だ
、
そ
れ
に
つ
い
て
解
釈
上
の
疑
義
が
あ
る
と
き
に
は
、
こ
れ
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
解
釈
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
な
点
に
つ
い
て
、
局
長
な
ん
か
へ
上
げ
て
く
る
。
こ
う
い
う
方
式
で
処
理
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
方
針
を
打
ち
出
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

し
て
、
局
に
も
そ
の
方
針
を
十
分
目
下
徹
底
さ
せ
つ
つ
あ
る
段
階
で
あ
り
ま
す
。
」
「
す
で
に
実
質
的
に
は
、
中
略
、
協
議
団
の
中
に
審
査
班
と
い
う
も
の
を
置

い
て
、
そ
れ
が
担
当
協
議
官
、
主
任
協
議
官
と
の
合
議
を
経
て
出
て
き
た
も
の
を
、
そ
の
審
査
班
が
も
う
一
度
見
直
す
。
そ
の
上
で
協
議
団
本
部
長
に
出
す
。

で
す
か
ら
実
際
的
に
は
兼
任
と
い
う
形
で
な
」
に
、
現
実
に
そ
の
職
の
中
へ
〔
主
管
部
か
ら
〕
送
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
形
で
、
現
実
問
題
と
し
て
解
決
を
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

か
つ
て
い
く
と
い
う
現
状
に
あ
り
ま
す
」
。

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
み
る
協
議
団
制
度
と
法
制
化
さ
れ
た
現
実
の
協
議
団
制
度
と
の
あ
い
だ
に
は
、
そ
の
第
三
者
的
機
関
と
し
て
の
法
的
性
質
に

つ
い
て
、
以
上
の
ご
と
く
明
ら
か
な
乖
離
が
存
す
る
。
現
実
の
協
議
団
制
度
は
、
独
自
の
法
令
解
釈
及
び
事
実
認
定
を
な
し
え
な
い
点
で
、
シ
ャ



ウ
プ
勧
告
の
認
め
る
「
何
人
と
い
え
ど
も
自
己
の
事
件
の
裁
判
官
た
り
え
な
い
」
と
い
う
原
則
に
背
反
し
て
い
た
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

勧
告
に
い
う
協
議
団
監
査
手
続
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
右
原
則
が
背
後
に
退
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
夙
に
、
須
貝
教
授
は
「
勧
告
の
趣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

旨
は
巧
妙
に
回
避
さ
れ
て
実
施
に
う
つ
さ
れ
た
」
と
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
以
上
の
考
察
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
、
「
協
議
団
は
昭
和
二
五
年
に
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
い
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
命
題
は
、

必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。

　
な
お
、
行
政
段
階
に
お
け
る
租
税
権
利
救
済
に
関
す
る
法
規
定
が
次
の
よ
う
に
不
統
一
で
あ
る
法
状
態
の
下
で
、
協
議
団
制
度
が
運
用
さ
れ
て

い
た
。
昭
和
三
四
・
五
年
当
時
、
租
税
法
の
領
域
に
お
け
る
権
利
救
済
規
定
の
法
状
態
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
。
所
得
税
法
（
第
四
八
条
な
い
し
五

二
条
）
、
法
人
税
法
（
第
三
四
条
な
い
し
三
八
条
）
、
相
続
税
法
（
第
四
四
条
な
い
し
四
八
条
）
及
び
資
産
再
評
価
法
（
第
七
二
条
な
い
し
七
六
条
）
等
に
特

別
規
定
が
そ
れ
ぞ
れ
置
か
れ
、
さ
ら
に
国
税
徴
収
法
（
第
一
六
六
条
な
い
し
一
七
〇
条
）
に
一
般
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
つ
て
、
こ
れ

ら
の
各
税
法
の
権
利
救
済
規
定
に
定
め
ら
れ
た
処
分
に
対
す
る
争
訟
は
、
右
税
法
の
各
規
定
に
基
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
他
方
、
右
各
相
続
税

に
関
し
そ
れ
ら
の
各
税
法
の
権
利
救
済
規
定
に
定
め
の
な
い
処
分
や
、
酒
税
、
物
品
税
そ
の
他
権
利
救
済
規
定
を
欠
く
租
税
に
関
す
る
賦
課
処
分

若
し
く
は
す
べ
て
の
租
税
に
関
す
る
徴
収
処
分
お
よ
び
滞
納
処
分
等
に
対
す
る
争
訟
は
、
国
税
徴
収
法
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

な
お
、
訴
願
法
は
税
法
に
関
す
る
権
利
救
済
手
続
に
は
適
用
さ
れ
な
か
つ
た
（
国
税
徴
収
法
第
一
六
八
条
、
所
得
税
法
第
五
〇
条
、
法
人
税
法
第
三
六

条
）
。

　
（
1
）
　
さ
し
あ
た
り
、
国
税
不
服
審
判
所
『
国
税
不
服
審
判
所
の
一
〇
年
』
八
頁
、
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
昭
和
財
政
史
　
第
八
巻
』
（
昭
和
五
二
年
）
五
一
五
頁
。

　
（
2
）
　
同
旨
、
須
貝
脩
『
「
国
税
不
服
審
判
所
の
設
置
」
法
学
論
叢
八
七
巻
四
号
（
昭
和
四
五
年
七
月
）
五
頁
以
下
。

　
（
3
）
　
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
『
日
本
税
制
報
告
書
　
第
二
巻
』
一
二
九
頁
。

　
（
4
）
　
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
『
日
本
税
制
報
告
書
　
第
二
巻
』
一
二
一
〇
頁
。

　
（
5
）
　
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
『
日
本
税
制
報
告
書
　
第
四
巻
』
D
二
八
頁
。

　
（
6
）
（
7
）
（
8
）
　
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
『
日
本
税
制
報
告
書
　
第
四
巻
』
D
二
九
頁
。

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
（
一
九
一
七
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
（
一
九
一
八
）

（
9
）
（
1
0
）
　
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
『
日
本
税
制
報
告
書
　
第
四
巻
』
D
三
〇
頁
。

（
1
1
）
　
大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
昭
和
財
政
史
　
第
八
巻
』
五
一
六
頁
。

（
1
2
）
　
「
協
議
団
の
使
命
と
機
能
に
つ
い
て
（
昭
和
一
一
五
・
五
・
二
七
日
　
大
蔵
省
主
税
局
忠
調
査
課
長
講
義
要
領
）
」
所
収
”
税
制
審
議
会
資
料
第
七
二
号
一
三
頁
。
「
す
で
に
下
さ

　
れ
た
上
司
の
解
釈
が
、
情
況
の
変
化
そ
の
他
の
事
情
に
よ
つ
て
不
適
当
と
な
る
に
至
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
ぎ
は
、
〔
協
議
官
は
〕
そ
の
旨
を
具
申
し
て
解
釈
の
変
更
を
求
め
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
協
議
官
は
、
良
心
に
し
た
が
つ
て
、
税
法
の
解
釈
を
定
立
し
、
そ
の
基
盤
に
立
つ
て
適
正
な
税
法
の
運
用
を
図
る
こ
と
を
要
す
る
。
」
（
同
上
）
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
19　18　17　16　15　14　13
）　　）　　）　　）　　）　　）　　　）五

七
頁
、

「
協
議
団
の
使
命
と
機
能
に
つ
い
て
」
税
制
審
議
会
資
料
七
二
号
一
六
頁
。

大
蔵
省
主
税
局
『
国
税
通
則
法
小
委
員
会
第
｝
二
回
総
会
議
事
速
記
録
』
（
国
税
通
則
法
小
委
員
会
資
料
、
昭
和
三
五
年
一
｝
月
二
六
日
）
　
一
七
頁
。

大
蔵
省
主
税
局
『
国
税
通
則
法
小
委
員
会
第
一
二
回
総
会
議
事
速
記
録
』
　
一
七
頁
。

大
蔵
省
主
税
局
『
国
税
通
則
法
小
委
員
会
第
二
一
回
総
会
議
事
速
記
録
』
一
八
頁
。

参
照
、
須
貝
脩
『
「
国
税
不
服
審
判
所
の
設
置
」
法
学
論
叢
八
七
巻
四
号
（
昭
和
四
五
年
七
月
）
三
頁
～
四
頁
。

須
貝
脩
一
「
前
掲
」
法
学
論
叢
八
七
巻
四
号
五
頁
。

前
出
注
（
1
）
に
掲
げ
た
文
献
の
ほ
か
、
た
と
え
ば
、
早
田
肇
「
国
税
通
則
法
の
改
正
ー
国
税
不
服
審
判
所
制
度
を
中
心
に
ー
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
五
一
号
（
昭
和
四
五
年
六
月
）

　
　
保
家
茂
彰
「
国
税
不
服
審
判
所
の
設
置
ー
国
税
通
則
法
改
正
案
ー
」
立
法
と
調
査
七
〇
三
一
号
（
昭
和
四
四
年
四
月
）
四
一
頁
。
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第
二
節
　
日
税
連
の
代
替
案

　
税
理
士
法
（
昭
和
二
六
年
六
月
一
五
日
法
律
第
壬
二
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
ぎ
、
税
理
士
会
が
各
国
税
局
管
内
に
設
け
ら
れ
、
さ
ら
に
日
本
税
理
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

会
連
合
会
（
以
下
、
日
税
連
と
略
称
す
）
が
全
国
的
な
統
制
団
体
と
し
て
発
足
し
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
に
お
い
て
、
昭
和
三
四
・
五
年
頃
、
行
政

裁
判
所
の
廃
止
に
か
わ
る
納
税
者
の
保
護
救
済
制
度
が
、
税
理
士
に
訴
訟
代
理
権
を
賦
与
す
べ
し
と
の
主
張
と
結
び
つ
い
て
盛
ん
に
論
議
さ
れ
る

　
　
　
（
2
1
）

に
至
つ
た
Q

一
　
日
本
税
理
士
会
連
合
（
松
宮
隆
会
長
・
当
時
）
の
代
理
権
調
査
特
別
委
員
会
が
昭
和
三
四
年
七
月
に
次
の
内
容
か
ら
な
る
「
税
理
士
の
代
理
権
の

拡
充
方
策
に
関
し
答
申
」
（
以
下
、
代
理
権
調
査
答
申
と
称
す
）
を
行
な
つ
て
い
る
。
日
税
連
は
昭
和
三
二
年
一
〇
月
四
日
に
代
理
権
調
査
特
別
委
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

会
（
宮
坂
章
一
委
員
長
－
当
時
）
を
設
け
て
代
理
権
及
び
租
税
審
判
所
の
構
想
を
慎
重
に
審
議
し
た
が
、
そ
の
成
果
が
当
答
申
で
あ
る
。



　
　
「
当
委
員
会
は
税
理
士
の
代
理
権
の
拡
充
方
策
に
関
し
て
慎
重
に
審
議
の
結
果
、
我
々
は
み
も
熱
呑
聾
尋
法
劫
称
葺
み
諦
訟
侍
墨
梅
み
獲
懲
ひ
肝
概
ど
レ
で
努

　
　
か
す
べ
き
で
あ
る
が
目
下
の
情
勢
に
お
い
て
は
、
早
急
に
こ
れ
が
実
現
を
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
判
断
し
現
在
の
段
階
に
お
い
て
漸
進
的
な
方
策
と
し

　
　
て
、
次
の
二
つ
の
方
法
に
よ
つ
て
税
理
士
の
代
理
権
の
拡
充
を
図
る
こ
と
を
可
と
す
る
と
考
え
、
こ
こ
に
答
申
を
い
た
し
ま
す
。

　
　
e
　
訴
訟
に
お
け
る
補
佐
人
と
な
る
こ
と
。
税
理
士
法
中
に
規
定
を
新
設
し
て
当
事
者
又
は
訴
訟
代
理
権
た
る
弁
護
士
の
輔
佐
人
と
し
て
租
税
に
関
す
る
裁
判

　
　
に
参
加
す
る
途
を
開
く
こ
と
と
す
る
。

　
　
⇔
　
租
税
審
判
所
（
仮
称
）
を
設
置
し
そ
の
機
関
に
お
い
て
代
理
人
と
し
て
租
税
に
関
す
る
審
理
に
参
加
す
る
こ
と
。
大
蔵
省
設
置
法
を
改
正
し
現
在
の
協
議
団

　
　
を
廃
止
し
、
新
た
に
国
税
庁
と
併
立
す
る
租
税
審
判
所
（
仮
称
）
な
る
一
つ
の
独
立
し
た
行
政
機
関
を
設
け
、
こ
の
機
関
に
準
司
法
的
機
能
を
与
え
こ
の
機
関
の

　
　
決
定
は
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
決
定
に
異
議
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
訴
の
提
起
を
認
め
る
。
租
税
審
判
所
（
仮
称
）
は
租
税
の
異
議
処
理
手

　
　
続
に
お
け
る
再
審
的
な
審
判
機
能
を
課
す
る
も
の
と
し
、
現
行
の
審
査
の
請
求
事
案
に
つ
い
て
審
理
決
定
す
る
こ
と
と
し
、
税
理
士
は
審
査
を
請
求
す
る
納
税

　
　
義
務
者
の
代
理
人
と
し
て
こ
の
審
理
に
参
加
す
る
も
の
と
す
る
。
」
（
傍
点
－
木
村
）

　
右
の
代
理
権
調
査
答
申
は
、
第
一
に
、
当
事
者
又
は
弁
護
士
の
輔
佐
人
と
し
て
租
税
に
関
す
る
裁
判
に
参
加
す
る
途
を
税
理
士
に
開
き
、
さ
ら

に
代
理
人
と
し
て
租
税
審
判
所
の
審
理
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
税
理
士
の
代
理
権
の
拡
充
強
化
を
図
り
、
第
二
に
、
こ
れ
と
の
関
連
に
お

い
て
、
協
議
団
制
度
を
廃
L
、
あ
ら
た
に
租
税
審
判
所
を
独
立
行
政
機
関
と
し
て
国
税
庁
と
併
立
し
て
設
置
し
、
こ
の
機
関
に
準
司
法
的
機
能
を

与
え
、
こ
の
機
関
は
、
請
求
事
案
に
つ
い
て
審
理
決
定
し
、
そ
の
決
定
は
法
的
拘
束
力
を
も
つ
こ
と
を
提
唱
す
る
。
第
三
に
、
租
税
審
判
所
は
、

不
服
申
立
手
続
の
第
二
審
級
で
あ
り
、
訴
訟
に
前
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
右
答
申
は
、
そ
の
動
機
か
ら
し
て
納
税
者
の
権
利
救
済
と

い
う
理
念
を
欠
い
て
い
る
こ
と
は
、
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

二
　
そ
の
後
、
日
税
連
租
税
制
度
調
査
委
員
会
は
、
先
の
よ
う
な
税
理
士
の
職
域
拡
充
論
に
か
え
、
昭
和
三
五
年
二
月
に
「
権
利
救
済
制
度
の
あ

り
方
」
を
発
表
し
、
そ
の
中
に
お
い
て
協
議
団
制
度
及
び
運
用
に
関
す
る
当
時
の
問
題
状
況
が
分
析
さ
れ
、
理
論
づ
け
が
少
し
く
試
み
ら
れ
た
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

え
で
、
「
改
正
試
案
」
と
し
て
「
租
税
審
判
所
法
」
の
制
定
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
の
改
正
試
案
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
「
ω
　
租
税
審
判
所
法
の
制
定
を
め
ぐ
る
諸
間
題

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
（
一
九
一
九
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
へ
剛
九
二
〇
）

A
、
そ
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
　
協
議
団
令
を
廃
し
、
こ
れ
に
代
え
て
、
第
三
者
審
査
機
関
と
し
て
の
租
税
審
判
所
を
設
置
す
る
。
こ
れ
は
行
政
審
査
機
関
と

し
、
国
税
庁
、
国
税
局
か
ら
分
離
さ
れ
た
独
立
の
租
税
審
判
所
法
を
制
定
す
る
。
審
判
所
に
お
け
る
裁
決
に
対
す
る
訴
は
司
法
機
関
に
接
続
す
る
。

　
租
税
審
判
所
の
法
源
は
憲
法
七
六
条
お
よ
び
裁
判
所
法
三
条
で
あ
る
。
す
べ
て
の
司
法
権
は
裁
判
所
に
属
す
る
が
、
行
政
機
関
の
審
判
制
度
は
司
法
権
を
侵

害
せ
ず
、
ま
た
、
最
終
審
と
し
て
裁
判
を
行
う
の
で
も
な
い
か
ら
、
特
別
裁
判
所
で
も
な
い
。
行
政
機
関
と
し
て
の
租
税
審
判
所
は
司
法
裁
判
所
に
よ
る
裁
判

の
前
審
た
る
地
位
に
あ
る
。
法
制
体
系
と
し
て
は
、
全
く
大
陸
法
系
と
英
米
法
系
の
折
衷
で
あ
る
。
行
政
再
審
と
、
司
法
再
審
に
よ
つ
て
完
全
に
納
税
義
務
者

の
権
利
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
憲
法
上
何
人
も
裁
判
を
受
け
る
権
利
は
あ
つ
て
も
、
そ
の
権
利
は
前
審
と
し
て
の
行
政
機
関
で
あ
る
租
税
審
判
所
に
よ
る
審
判
の
後
、
司
法
救
済
に
接
続

し
、
司
法
審
査
に
よ
つ
て
、
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
存
在
理
由
と
し
て
、
行
政
処
分
に
は
違
法
な
場
合
と
、
不
当
な
場
合
が
あ
り
、
司
法
審

査
に
あ
つ
て
は
違
法
な
行
政
処
分
の
適
法
性
の
審
査
の
み
で
あ
つ
て
、
そ
こ
で
は
不
当
な
行
政
処
分
は
訴
訟
事
項
に
な
ら
ず
、
納
税
義
務
者
の
救
済
は
行
政
機

関
に
よ
つ
て
の
み
審
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
各
種
税
法
に
お
け
る
自
由
裁
量
規
定
の
不
当
な
処
分
に
対
す
る
救
済
は
司
法
審
査
は
な
し
得
ず
（
行
特
二
条
）
行

政
機
関
の
裁
決
の
後
は
、
不
完
全
で
あ
る
が
、
国
家
賠
償
法
、
請
願
法
に
よ
つ
て
、
そ
の
不
当
性
に
対
す
る
救
済
を
求
め
る
他
は
な
い
。
下
略
。

B
、
訴
願
法
規
の
整
理
統
合
　
国
税
徴
収
法
、
所
得
税
法
、
法
人
税
法
、
相
続
税
法
、
資
産
再
評
価
法
に
お
け
る
再
調
査
、
審
査
規
定
を
制
定
予
定
の
、
租
税

通
則
法
に
統
合
し
、
各
単
行
法
か
ら
訴
願
規
定
を
削
除
す
る
通
則
法
に
お
い
て
、
処
分
庁
、
審
判
所
何
れ
に
再
審
を
請
求
す
る
か
、
納
税
義
務
者
に
そ
の
選
択

権
を
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、
一
度
は
必
ず
行
政
審
査
を
経
る
こ
と
と
し
、
行
政
特
例
法
の
訴
願
前
置
主
義
を
貫
き
、
審
査
過
程
を
審
判
所
で
独
立
審
査
し
、
司

法
機
関
に
接
続
せ
し
め
る
。

C
、
租
税
審
判
所
の
機
構
　
図
表
略
　
審
判
官
数
人
に
よ
る
合
議
体
と
し
、
審
判
官
の
外
に
参
審
官
、
補
佐
人
に
弁
護
士
若
し
く
は
、
税
理
士
を
参
加
せ
し
め

る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
審
判
に
は
租
税
に
関
す
る
民
間
学
識
経
験
者
を
参
審
せ
し
め
、
漸
次
、
司
法
審
査
に
お
け
る
代
理
権
に
及
ぶ
よ
う
努
力
す
る
。

D
、
権
利
救
済
請
求
中
の
効
力
　
略

㈲
　
権
利
救
済
訴
訟
に
お
け
る
立
証
責
任
に
つ
い
て
　
略

む
す
び
　
以
上
改
正
試
案
と
そ
れ
に
伴
う
関
連
法
規
に
つ
い
て
検
討
を
こ
こ
ろ
み
た
が
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
直
税
部
か
ら
切
離
し
て
、
独
立
的
権
限
を
も

つ
租
税
審
判
所
を
設
置
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
効
果
は
、
そ
の
機
構
と
運
用
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
民
間
学
識
経
験
者
の
参
審
制
度
を
採
用

し
、
真
に
信
頼
の
上
に
立
つ
て
、
権
益
を
保
障
で
き
る
制
度
を
育
成
し
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
訴
願
規
定
は
租
税
通
則
法
に
整
理
統
合
す
る
と

と
も
に
、
手
続
の
簡
素
化
、
条
文
の
平
明
化
に
ょ
つ
て
、
広
く
知
ら
し
め
る
べ
く
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
　
（
昭
和
三
＋
五
年
二
月
）
」
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右
改
正
試
案
（
以
下
、
二
月
案
と
称
す
）
は
、
ま
ず
、
税
理
士
の
職
域
拡
充
論
を
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包
み
込
み
、
む
し
ろ
直
税
部
か
ら
独
立
し
た
租

税
審
判
所
を
設
置
す
べ
き
こ
と
を
法
的
に
正
当
化
せ
ん
と
試
み
て
い
る
。
前
記
答
申
が
利
益
集
団
た
る
日
税
連
の
利
益
主
張
を
露
骨
に
そ
の
内
容

と
し
て
い
た
の
と
対
照
的
に
、
今
回
の
二
月
案
は
一
般
の
人
び
と
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
理
論
武
装
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ

う
o　

第
二
に
、
右
二
月
案
は
協
議
団
を
廃
止
し
、
第
三
者
審
査
機
関
の
性
格
を
有
す
る
、
「
直
税
部
か
ら
切
離
し
て
、
独
立
的
権
限
を
も
つ
租
税
審

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

判
所
」
を
設
置
す
べ
し
と
提
案
す
る
。
同
試
案
に
よ
れ
ば
、
租
税
審
判
所
は
裁
決
権
を
有
す
る
。

　
第
三
に
、
税
理
士
（
若
し
く
は
弁
護
士
）
は
、
補
佐
人
と
し
て
行
政
審
判
に
参
加
し
、
「
漸
次
、
司
法
審
査
に
お
け
る
代
理
権
に
及
ぶ
よ
う
努
力

す
る
。
」
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

　
第
四
に
、
二
月
案
は
、
宮
坂
章
一
氏
に
よ
つ
て
一
層
明
確
に
展
開
さ
れ
た
。
宮
坂
氏
は
租
税
審
判
所
を
大
蔵
大
臣
の
所
轄
に
置
き
、
そ
の
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
26
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

者
審
査
機
関
と
し
で
の
位
置
づ
け
を
鮮
明
に
し
て
い
る
。
以
下
に
宮
坂
案
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
　
「
二
　
租
税
審
判
所
の
機
能

　
　
　
1
　
租
税
の
行
政
処
分
庁
の
行
う
賦
課
、
徴
収
に
異
議
の
あ
る
場
合
は
、
租
税
審
判
所
に
不
服
を
申
立
て
、
行
政
救
済
を
受
け
さ
せ
る
。

　
　
　
2
　
租
税
審
判
所
は
、
租
税
上
の
救
済
手
続
に
お
け
る
第
三
者
審
査
機
関
と
し
て
、
確
定
力
、
拘
束
力
を
有
す
る
準
司
法
的
な
機
能
を
も
つ
行
政
機
関
と
す

　
　
る
0

　
　
　
3
　
租
税
審
判
所
は
、
行
政
再
審
機
関
と
し
て
、
司
法
裁
判
所
の
裁
判
の
前
審
た
る
地
位
を
有
し
、
こ
の
機
関
の
裁
決
を
経
た
後
に
お
い
て
、
司
法
裁
判
所

　
　
の
司
法
救
済
を
受
け
さ
せ
る
。

　
　
三
　
租
税
審
判
所
の
組
織
と
権
限

　
　
　
1
　
租
税
審
判
所
は
、
大
蔵
大
臣
の
所
轄
に
属
し
、
大
蔵
省
設
置
法
に
基
づ
い
て
設
け
る
。

　
　
　
2
　
全
国
単
位
の
中
央
租
税
審
判
所
と
国
税
局
単
位
の
地
方
租
税
審
判
所
と
を
設
け
、
さ
ら
に
地
方
租
税
審
判
所
は
、
そ
の
下
に
都
道
府
県
を
単
位
と
す
る

　
　
支
部
を
設
け
る
。

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
（
一
九
一
二
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
（
一
九
二
二
）

　
3
　
租
税
審
判
所
に
は
、
審
判
官
（
仮
称
）
を
置
き
、
大
蔵
大
臣
が
任
命
す
る
。

　
4
　
審
判
官
は
、
審
判
事
案
の
特
殊
性
に
鑑
み
、
租
税
に
関
し
学
識
あ
る
司
法
官
吏
、
弁
護
士
、
税
理
士
、
税
務
官
公
吏
及
び
租
税
に
関
す
る
学
識
経
験
者

の
中
か
ら
広
く
こ
れ
を
採
用
す
る
。

　
5
　
租
税
審
判
所
の
権
限
の
内
容
は
、
判
定
的
権
限
で
あ
つ
て
、
そ
の
裁
決
は
、
確
定
力
、
拘
束
力
を
有
す
る
。

　
6
　
中
央
租
税
審
判
所
の
権
限
と
地
方
租
税
審
判
所
の
権
限
と
は
、
管
轄
に
関
す
る
原
則
に
よ
つ
て
両
者
間
に
権
限
が
分
配
さ
れ
る
に
止
り
、
両
者
間
に
上

下
の
関
係
が
な
い
の
を
原
則
と
す
る
。
但
し
、
例
外
と
し
て
、
前
者
は
後
者
に
対
し
、
事
務
処
理
の
方
針
な
い
し
は
法
令
の
解
釈
に
つ
き
指
示
権
を
有
し
、
ま

た
後
者
か
ら
報
告
を
求
め
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
助
言
を
与
え
る
権
限
を
有
す
る
。

四
　
租
税
審
判
所
の
運
営

　
1
　
略

　
2
　
弁
護
士
及
び
税
理
士
は
、
救
済
申
立
人
の
代
理
人
又
は
補
佐
人
と
し
て
審
理
に
参
加
し
、
調
査
の
立
会
い
、
ま
た
は
意
見
の
陳
述
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
◎　

3
　
〔
事
務
局
と
そ
の
職
員
〕
略

五
　
租
税
審
判
所
制
度
の
利
点

　
1
　
独
立
し
た
第
三
者
審
査
機
関
で
あ
り
、
そ
の
裁
決
は
拘
束
力
を
有
す
る
。
従
つ
て
審
判
の
公
正
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
2
　
専
門
機
関
に
よ
る
救
済
で
あ
る
。

　
3
　
時
間
と
費
用
を
か
け
な
い
簡
便
な
行
政
救
済
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
4
　
更
正
処
分
の
乱
発
と
通
達
存
政
か
防
“
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
傍
点
1
木
村
）
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こ
の
宮
坂
案
に
よ
れ
ば
、
租
税
審
判
所
は
、
確
定
力
、
拘
束
力
を
有
す
る
準
司
法
的
な
裁
決
権
を
も
つ
行
政
機
関
で
あ
り
、
大
蔵
大
臣
の
所
轄

に
置
か
れ
る
。
そ
の
審
判
官
は
、
租
税
に
関
し
学
識
あ
る
司
法
官
吏
、
弁
護
士
、
税
理
士
、
税
務
官
公
吏
及
び
租
税
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の
中

か
ら
、
大
蔵
大
臣
に
よ
つ
て
任
命
さ
れ
る
。
税
理
士
は
救
済
申
立
人
の
代
理
人
又
は
補
佐
人
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
中
央
租
税
審
判
所
と

地
方
租
税
審
判
所
は
原
則
と
し
て
両
者
間
に
上
下
関
係
は
な
い
が
、
例
外
的
に
、
「
前
者
は
後
者
に
対
し
事
務
処
理
の
方
針
な
い
し
法
令
の
解
釈



に
つ
き
指
示
権
を
有
し
、
ま
た
後
者
か
ら
報
告
を
求
め
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
助
言
を
与
え
る
権
限
を
有
す
る
。
」
宮
坂
案
は
日
本
税
法
学
会
の
シ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
さ
ら
に
次
の
四
点
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
一
は
、
中
央
審
判
所
の
有
す
る
「
指
示
権
」
と
は
、
「
助
言
的
な
軽
い
意

味
で
の
指
示
で
あ
つ
て
、
法
令
解
釈
に
つ
い
て
統
一
的
見
解
を
と
ら
せ
る
た
め
の
も
の
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
地
方
租
税
審
判
所
の
独
立
性
が

侵
犯
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
第
二
に
、
審
判
所
は
、
賦
課
機
関
と
は
別
で
あ
る
か
ら
同
じ
大
蔵
大
臣
所
管
下
に
あ
つ
て
も
第
三
者
的
機
能
が
営
め

る
。
も
し
不
公
正
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
社
会
の
指
弾
を
う
け
、
あ
る
い
は
裁
決
後
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
審
判
所
を
大
蔵
省

内
部
機
関
と
す
る
も
さ
し
て
弊
害
は
な
い
。
宮
坂
氏
の
こ
の
主
張
に
対
し
、
鈴
木
〔
富
治
郎
〕
氏
は
「
審
判
所
を
大
蔵
大
臣
の
所
管
に
属
さ
す
点

に
つ
い
て
、
私
は
課
税
庁
も
大
蔵
大
臣
の
所
管
に
属
し
て
お
り
結
局
協
議
団
の
昇
格
の
よ
う
な
形
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
お
そ
れ
」
、
長
柄
〔
金

吾
〕
氏
は
「
審
判
所
を
大
蔵
省
設
置
法
で
規
定
す
る
ご
と
に
反
対
で
す
。
〔
中
略
〕
総
理
府
に
置
く
の
が
理
想
的
で
は
な
い
か
。
」
と
述
べ
、
さ
ら

に
、
同
じ
く
「
内
閣
に
お
く
べ
き
だ
と
思
う
。
」
と
の
北
野
〔
弘
久
〕
教
授
の
表
明
は
、
石
塚
〔
陸
〕
氏
に
よ
つ
て
「
現
実
の
問
題
と
し
て
そ
の
よ

う
な
立
法
に
大
蔵
省
が
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
一
蹴
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
公
正
取
引
委
員
会
の
審
判
の
場
合
と
同
じ
く
、
租
税

審
判
所
の
場
合
に
も
、
「
第
一
審
省
略
と
し
て
高
裁
に
出
訴
で
き
る
よ
う
に
す
る
方
が
審
判
が
権
威
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
」
と
杉

村
〔
章
三
郎
〕
教
授
が
問
い
質
し
た
と
こ
ろ
、
宮
坂
氏
は
提
案
時
の
考
え
を
変
更
し
て
「
そ
う
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
」
と
あ
ら
た
な
答
弁
を
し
て

い
る
。
第
四
点
と
し
て
、
宮
坂
氏
は
、
地
裁
を
省
略
し
て
第
一
審
を
高
裁
と
し
た
場
合
、
税
務
官
庁
も
原
告
適
格
（
出
訴
権
）
を
有
す
る
こ
と
を

確
認
し
て
い
る
。

　
右
に
述
べ
た
二
月
案
（
若
し
く
は
宮
坂
案
）
は
、
や
が
て
内
容
上
民
社
党
及
び
横
山
秋
利
氏
（
衆
議
院
議
員
．
社
会
党
）
に
強
い
影
響
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
。

三
　
と
こ
ろ
が
、
日
税
連
租
税
制
度
調
査
会
の
某
委
員
は
、
前
記
二
月
案
の
提
出
さ
れ
た
一
ヶ
月
後
す
な
わ
ち
昭
和
三
五
年
三
月
に
代
替
案
（
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
29
）

下
、
三
月
案
と
称
す
る
）
を
明
ら
か
に
し
た
・

　
　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
東
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
（
一
九
二
三
）
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
コ
　
　
（
一
九
二
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
30
）

　
同
委
員
は
、
ま
ず
再
調
査
制
度
を
無
意
義
と
考
え
、
再
調
査
制
度
に
か
え
事
前
審
理
の
手
続
を
設
け
る
よ
う
提
案
す
る
。
さ
ら
に
、
現
行
の
協

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
鍍
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

議
団
制
度
に
は
厳
正
さ
を
欠
く
憾
み
が
あ
る
と
し
て
、
左
記
の
代
替
案
を
示
す
。

　
　
「
権
限
の
明
確
で
な
い
協
議
団
制
度
を
生
か
す
た
め
に
は
、
ま
ず
〔
旧
法
人
税
〕
法
第
三
五
条
第
八
項
の
規
定
を
改
め
て
、
請
求
棄
却
の
決
定
又
は
処
分
の
取

　
消
の
決
定
は
協
議
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
な
す
も
の
と
し
、
次
に
協
議
団
の
協
議
は
や
ら
ず
合
議
体
の
過
半
数
の
意
見
に
よ
つ
て
決
定
す
る
も
の
と
し
、
さ
ら
に

　
協
議
団
の
構
成
を
改
め
、
大
蔵
大
臣
の
任
命
し
た
協
議
官
と
学
識
経
験
者
（
税
理
士
を
含
め
た
）
と
に
よ
つ
て
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
協
議
団
を
構
成
し
な
い

　
協
議
官
は
事
案
の
調
査
を
担
当
す
る
も
の
と
す
る
。
」
（
傍
点
－
木
村
）

　
こ
の
三
月
案
は
、
協
議
団
の
権
限
を
明
確
に
す
べ
し
と
の
指
摘
と
と
も
に
、
「
協
議
団
の
協
議
に
基
づ
く
決
定
」
を
提
案
し
て
い
る
点
で
注
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

で
ぎ
よ
う
。
こ
の
見
解
は
後
に
日
本
税
法
学
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
松
村
富
之
助
氏
（
東
京
地
方
会
二
、
五
代
会
長
）
に
ょ
つ
て
再
説
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

る
。
す
な
わ
ち
、
松
村
案
に
よ
れ
ば
、
審
査
の
決
定
に
つ
い
て
、
「
現
行
規
定
を
改
め
て
協
議
団
の
協
議
に
基
づ
ぎ
決
定
す
る
と
す
べ
き
で
あ
る
。
」

と
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
を
要
す
る
に
、
日
税
連
租
税
制
度
調
査
委
員
会
の
二
案
の
う
ち
一
は
協
議
団
の
権
限
を
明
確
に
す
る
に
止
め
事
前
手
続
を
整
備
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
（
三
月
案
－
松
村
案
）
、
他
は
独
立
の
裁
決
権
を
有
す
租
税
審
判
所
を
設
置
す
べ
し
と
の
提
案
で
あ
つ
た
（
二
月
案
”
宮
坂
案
）
。
後
者

は
、
租
税
審
判
所
設
置
の
重
要
な
動
機
が
、
先
に
摘
示
し
た
よ
う
に
、
税
理
士
の
職
域
拡
充
で
あ
り
、
そ
の
後
に
租
税
審
判
所
の
設
置
を
正
当
化

す
る
た
め
法
律
論
を
装
飾
し
た
経
緯
が
あ
る
。

四
　
な
お
最
後
に
、
前
述
の
制
度
改
革
論
と
異
な
り
、
協
議
団
制
度
の
運
用
悪
化
論
が
み
ら
れ
た
。
協
議
団
制
度
は
、
発
足
当
初
、
納
税
者
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

利
救
済
機
関
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
え
て
い
た
。
納
税
者
が
協
議
団
に
審
査
請
求
を
す
れ
ば
、
協
議
団
は
極
力
納
税
者
に
対
し
て
有
利
な
資
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
36
）
（
3
7
）

を
提
出
す
る
よ
う
指
導
し
て
公
平
な
判
断
を
下
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
次
第
に
事
実
認
定
の
問
題
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
「
主
管
部
」
　
（
国
税
の

賦
課
徴
収
を
直
接
に
担
当
す
る
部
門
）
の
意
見
が
強
く
作
用
し
、
協
議
団
の
議
決
の
主
体
性
が
著
し
く
損
わ
れ
る
嫌
が
生
じ
て
き
た
、
と
す
る
見
解

（
趣
）
（
3
9
）

で
あ
る
（
参
照
、
本
章
第
一
節
）
。
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（
2
0
）
　
参
照
、
税
理
士
制
度
沿
革
史
編
さ
ん
委
員
会
『
税
理
士
制
度
沿
革
史
』
（
昭
和
四
四
年
）
六
七
頁
以
下
。

（
2
1
）
　
中
山
治
三
郎
「
租
税
審
判
所
設
置
論
－
併
せ
て
税
理
士
の
訴
訟
代
理
権
を
論
ず
i
」
税
経
通
信
噂
五
巻
『
○
号
（
昭
和
三
五
年
喝
○
月
）
七
六
頁
。
中
山
氏
の
職
業
は
税

　
理
士
で
あ
る
。

　
　
す
で
に
斉
藤
明
「
租
税
法
学
の
確
立
と
租
税
審
判
所
の
設
置
に
つ
い
て
i
米
国
の
租
税
裁
判
所
制
度
導
入
に
よ
る
将
来
へ
の
｝
考
察
1
」
税
経
通
信
一
四
巻
一
〇
号
（
昭
和

　
三
四
年
九
月
）
『
四
〇
頁
以
下
（
同
『
租
税
行
政
裁
判
制
度
の
研
究
』
八
頁
以
下
に
所
収
）
は
、
協
議
団
制
度
を
廃
止
し
租
税
審
判
所
の
創
設
を
提
唱
し
て
い
た
。

（
2
2
）
　
参
照
、
税
理
士
制
度
沿
革
史
編
さ
ん
委
員
会
『
税
理
士
制
度
沿
革
史
』
一
ご
ニ
ニ
頁
。

（
2
3
）
　
斉
藤
明
『
租
税
行
政
裁
判
制
度
の
研
究
』
一
一
頁
～
一
二
頁
よ
り
引
用
。
参
照
、
西
尾
祐
男
「
国
税
審
判
所
構
想
を
め
ぐ
る
諸
提
言
に
つ
い
て
」
企
業
会
計
二
〇
巻
八
号
（
昭

　
和
四
三
年
八
月
）
一
〇
一
頁
。

（
鍛
）
　
日
本
税
理
士
会
連
合
会
租
税
制
度
調
査
委
員
会
「
権
利
救
済
制
度
の
あ
り
方
」
所
収
・
同
『
租
税
制
度
調
査
研
究
資
料
（
第
一
集
）
』
（
昭
和
三
五
年
）
五
〇
頁
～
五
六
頁
。

（
2
5
）
　
同
様
に
、
日
税
連
租
税
制
度
調
査
委
員
会
『
租
税
制
度
調
査
研
究
資
料
（
第
二
集
）
昭
和
三
六
年
』
二
九
頁
は
、
「
少
な
く
と
も
協
議
官
は
裁
判
所
の
判
事
、
会
計
検
査
官
の

　
如
く
、
何
入
か
ら
も
拘
束
を
受
け
ざ
る
独
立
独
自
の
見
解
を
以
て
、
事
案
に
正
確
な
る
判
定
が
出
来
る
よ
う
改
正
を
切
望
す
る
。
」
旨
を
記
す
。

　　＿30
ベ　ロ
号

三日
九税
頁連
～租
四税
O制
頁度

O　昌FFl

　
　
　
宮
坂
章
一
「
租
税
審
判
所
（
仮
称
）
制
度
の
要
領
」
税
法
学
一
一
二
号
（
昭
和
三
五
年
四
月
）
四
一
頁
。

　
　
　
宮
坂
「
前
掲
」
税
法
学
一
ご
一
号
四
一
頁
～
四
二
頁
。

　
　
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
租
税
委
員
会
制
度
に
つ
い
て
」
税
法
学
ニ
ニ
号
四
二
頁
～
四
五
頁
。

　
　
　
日
税
連
の
租
税
制
度
調
査
委
員
会
は
、
昭
和
三
五
年
三
月
に
「
租
税
審
判
法
案
要
綱
」
所
収
・
同
『
租
税
制
度
調
査
研
究
資
料
（
第
一
集
）
』
七
九
頁
～
八
○
頁
を
発
表
し
て

　
　
同
じ
く
、
そ
の
三
月
に
、
旦
税
連
租
税
制
度
調
査
会
は
も
う
一
つ
の
代
替
案
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
を
以
降
「
三
月
案
」
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
日
税
連
租
税
制
度
調
査
会
『
租
税
制
度
調
査
研
究
資
料
（
第
一
集
）
』
五
七
頁
～
五
八
頁
、
同
旨
、
松
村
富
之
助
「
現
行
税
法
に
お
け
る
救
済
制
度
に
つ
い
て
」
税
法
学
二

　
い
る
。
特
色
は
、
大
蔵
大
臣
が
管
轄
す
る
租
税
審
判
所
は
、
第
一
審
と
し
て
の
地
方
租
税
審
判
所
と
第
二
審
と
し
て
の
高
等
租
税
審
判
所
か
ら
成
り
、
高
等
租
税
審
判
所
の
審
決
に

　
不
服
の
あ
る
場
合
及
び
審
決
が
法
令
に
違
反
す
る
と
ぎ
は
、
最
高
裁
判
所
に
出
訴
で
ぎ
る
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
但
し
、
再
調
査
の
制
度
は
現
行
通
り
存
置
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

　
に
、
税
理
士
は
審
判
官
及
び
審
判
請
求
の
代
理
人
と
な
り
う
る
。
こ
の
租
税
審
判
法
案
要
綱
は
、
そ
の
後
検
討
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
か
つ
た
。

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

（
31
）
　
日
税
連
租
税
制
度
調
査
研
究
会
『
租
税
制
度
調
査
研
究
資
料
（
第
一
集
）
』
六
一
頁
～
六
二
頁
。

（
32
）
　
前
掲
資
料
六
二
頁
。

（
3
3
）
　
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
昭
和
三
五
年
四
月
一
七
日
に
日
本
税
法
学
会
第
一
八
回
大
会
に
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
税
法
学
一

（
34
）
　
松
村
「
前
掲
」
税
法
学
一
一
二
号
四
〇
頁
。

（
3
5
）
　
岩
切
長
作
ほ
か
四
名
（
座
談
会
）
「
税
の
不
服
・
不
満
の
解
決
」
税
経
通
信
咽
六
巻
二
号
（
昭
和
三
六
年
一
〇
月
）

　
　
国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
一
）

一
二
号
四
二
頁
以
下
。

＝
一
九
頁
～
＝
…
二
頁
（
坂
井
忠
宏
、
広
瀬
正
、

　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
（
一
九
二
五
）

岩
坂
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国
税
不
服
審
判
所
の
通
達
拘
束
と
裁
決
権
（
『
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
（
一
九
二
六
）

　
長
作
発
言
）
。

（
3
6
）
　
岩
切
ほ
か
「
前
掲
」
税
経
通
信
『
六
巻
二
号
＝
三
二
頁
（
岩
切
長
作
、
坂
井
忠
宏
発
言
）
。

（
37
）
　
参
照
、
加
納
清
ほ
か
五
名
（
座
談
会
）
「
苦
情
処
理
と
協
議
団
制
度
を
め
ぐ
つ
て
」
税
経
通
信
二
一
巻
二
号
（
昭
和
三
ご
年
二
月
）
九
六
頁
（
桃
井
直
造
、
吉
野
敏
夫
、

　
造
、
播
久
夫
発
言
）
。

（
3
8
）
　
隅
安
彦
ほ
か
五
名
（
座
談
会
）
「
納
税
者
の
権
利
救
済
の
あ
り
か
た
」
税
経
通
信
二
四
巻
『
号
（
昭
和
四
四
年
一
月
）
｛
二
〇
頁
（
横
山
利
秋
、
泉
美
之
松
発
言
）
、

　
「
「
国
税
不
服
審
判
所
」
設
置
の
た
く
ら
み
と
税
務
行
政
の
反
動
化
（
上
）
」
前
衛
二
九
一
号
（
昭
和
四
四
年
三
月
）
二
一
七
頁
～
一
二
八
頁
。

（
39
）
　
武
田
昌
輔
「
国
税
不
服
審
判
所
と
権
利
救
済
」
企
業
法
研
究
一
六
】
輯
（
昭
和
四
三
年
一
〇
月
）
一
九
頁
は
協
議
団
の
運
用
が
悪
化
し
た
原
因
を
四
つ
あ
げ
て
い
る
。

当
麻
由

杉
武
夫
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〔表3－1〕　租税事件の審査請求処理済件数とその百分率一年度別及び終局区分

区分
みなす

取下げ
取下げ 却下 棄却

全部

取1肖

一部

取消
変更

処理1斉

件　数

日召　禾0

43年度

一
1
， 384

（10．5）

1，079

（8．2）

4，575

（34．8）

1，957

（14，9）

4，101

（31．2）

　　　57

（0．4）
13，153

44
1，290

（12．6）

　　909

（8．9）

3，102

（30．3）

1，852

（18．1）

3，051

（29．8）

　　　21

（0．2）
10，225

45 一
（一）

　　736

（14．1）

　　596

（11．4）

1，526

（29．2）

　　853

（16．3）

1，520

（29．1）
一
（一）

5，231

46 一
（一）

　　862

（19．8）

　　546

（12．6）

1，161

（26．7）

　　653

（15．0）

1，125

（25．9）
　一
（一）

4，347

47 一
（一）

　　797

（18．2）

　　659

（15．O）

1，188

（27．1）

　　550

（12．6）

1，187

（27．1）
　一
（一）

4，381

48 一
（一）

　　812

（16．6）

　　661

（13．5）

1，724

（35．3）

　　540

（11．0）

1，151

（23．5）
　一
（一）

4，888

49 　一
（一）

　　545

（8．9）

　　565

（9．3）

3，592

（58．9）

　　393

（6．4）

1，000

（16．4）
　一
（一）

6，095

50 　一
（一）

　　521

（3．7）

1，153

（8．2）

11，430

（81．0）

　　209

（1．5）

　　799

（5．7）

　　　　1

（0．0）
14，113

51 一
（一）

　　903

（7．2）

　　564

（4．5）

10，487

（83．1）

　　　76

（0．6）

　　587

（4．7）
　一
（一）

12，617

52 　一
（一）

　　491

（3．7）

2，245

（16．7）

10，127

（75．5）

　　　66

（0．5）

　　492

（3．7）
　一
（一）

13，421

53
　　　　2

（0．0）

　　432

（4．6）

　　953

（10．2）

7，280

（78。0）

　　109

（1．7）

　　556

（6。0）
　一
（一）

9，332

（出典）

（注）

国税庁統計年報書・昭和47年度版（国税庁），第22－1表，

　　同　　年報書・昭和51年度版（　同　），第24－1表，

　　同　　年報書・昭和52年度版（同　），第23－1表及ぴ
　　同　　年報書・昭和53年度版（　同　），第24－1表より作成。

1．国税庁分と国税不服審判所分の合計件数である。

2．国税通則法及ぴ行政不服審判法に基づき「異議申立て」のなされたもの：
　　調査対象。

〔表3－2〕租税事件の審査請求における実質認容率

区　分
棄却，全部取消，一部取消，

変更件数の合計（1）

全部取消，一部取消，

変更件数の合計（2）

実質認容率
（2）÷（1）

昭和43年度 10，690 6，115 57．2

44 8，025 4，924 61．4

45 3，899 2，373 60．9

46 2，939 1，778 60．5

47 2，925 1，737 59．4

48 3，415 1，691 49．5

49 4，985 1，393 27．9

50 12，439 1，009 8．1

51 11，150 663 5．9

52 10，685 558 5．2

53 7，945 665 8．4

（注）　〔表3－1〕より作成。

〔表2－1〕　租税事件の異議申立処理済件数とその百分率一年度別及び終局区分別

区分
みなす

取下げ
取下げ 去口下 棄却

全部

取1肖

一部
取マ肖

変更
（謡青叢） 処理1斉

件　数

日召　和

43年度

1，380

（5．0）

8，802

（31．9）

4，716

（17．1）

8，007

（29．0）

　　　38

（0．1）
1，206 28，777

一
4
， 628

（16．8）

44
3，938

（17．9）

1，119

（5．1）

6，266

（28．5）

4，168
（19．0）

6，436

（29．3）

　　　38

（0．2）
929 22，894

45
　　107

（0．6）

3，419

（20．3）

　　777

（4．6）

3，984

（23．6）

3，534

（21．0）

5，013

（29．7）

　　　31

（0．2）
234 17，099

46
　　111

（0．8）

3，049

（21．8）

　　620

（4．4）

3，246

（23．3）

2，808

（20．1）

3，997

（28．6）

　　125

（0．9）
185 14，141

47
　　357

（3．1）

2曾383

（20．6）

　　595

（5．1）

3，299

（28．5）

2，022

（17．5）

2，881

（24．9）

　　　34

（0．3）
131 11，702

48
　　159

（1．3）

2，025

（16．7）

　　536

（4．4）

5，188

（42．8）

1，738

（14．3）

2，452

（20．2）

　　　22

（0．2）
106 123226

49
　　　88

（0．4）

1，690

（7．5）

　　494

（2．2）

17，071

（76．0）

1，364

（6．1）

1，744

（7．7）

　　　13

（0．1）
53 22，517

50
　　　53

（0．2）

1，500

（6．2）

　　596

（2．5）

19，695

（81．2）

　　854

（3．5）

1，496

（6．2）

　　　68

（0．3）
87 24，349

51
　　133

（0．5）

1，586

（6．0）

　　509

（1．9）

22，051

（83．7）

　　713

（2．7）

1，279

（4．9）

　　　59

（0．2）
54 26，384

52
　　123

（0．4）

1，533

（4．9）

6，649

（21．5）

20，807

（67．2）

　　659

（2．1）

1，160

（3．7）

　　　46

（0．1）
77 31，054

53
　　136

（0．3）

2，259

（4．4）

5，207

（10。2）

41，863

（82．2）

　　482

（0．9）

　　912

（1．8） 『
74 50，933

（出典）

（注）

国税庁統計年報書・昭和47年度版（国税庁）第22－1表，

　　同　　年報書・昭和51年度版（　同　）第24－1表，

　　同　　年報書・昭和52年度版（　同　）第23－1表及ぴ
　　同　　年報書・昭和53年度版（　同　）第24－1表よr）作成。

L　みなす審査請求の件数は，百分率算出にあたつてその基数鑓算入せず。（

　　処理済件数に対する百分率を示す。

2。国税庁分と国税不服審判所分の合計件数である。

3。国税通則法及ぴ行政不服審査法に基づき「異議申立て」のなされたもの：

〔表2－2〕租税事件の異議申立における実質認容率

）内の数値は，

調査対象。

区　分
棄却，全部取消，一部取消，

変更の件数合計（1）

全部取消，一部取消，

変更の件数合計（2）

実質認容率
（2）÷（1）

昭和43年度 21，563 12，761 59．2

44 16，908 10，642 62．9

45 12，562 8，578 68．3

46 10，176 6，930 68．1

47 8，236 4，937 59．9

48 9，400 4，212 44．8

49 20，192 3，121 15．5

50 22，113 2，413 10．9

51 24，102 2，051 8．5

52 22，672 1，865 8．2

53 43，252 1，394 3．2

（注）　〔表2－1〕より作成。

〔表1〕租税法律関係についての税務相談・苦情の累年比較

年度
前年度から

の繰越件数

本年度
発生件数

要　　　処　　　理　　　件　　　数　　　の　　　内　　訳

処理件数 未済件数
税務相談

苦　　　　　　　情

賦課関係 徴収関係 その他
税務職貝

関　　係
小　　計

43 191 97，677 96，986 765 76 23 18 882 97，868 111

44 111 114，425 113，896 546 75 18 1 640 114，472 64

45 64 131，222 130，449 731 60 20 26 837 131，197 87

46 87 147，189 146，498 649 71 28 30 778 147，276 75

47 75 221，498 220，979 518 28 12 36 594 221，510 63

48 63 404，101 403，728 297 35 17 25 374 404，128 36

49 36 644，479 644，263 165 30 14 7 216 644，486 29

50 29 897，761 897，518 171 22 28 22 243 897，765 25

51 25 1，283，342 1，283，157 133 19 19 14 185 1，283，352 15

52 15 1，653，142 1，653，008 91 17 11 15 134 1，653，153 4
53 4 1，787，915 1，787，525 146 14 27 8 195 1，787，915 4
（出典）

（注）

国税庁統計年報書・昭和47年度版（国税庁）第22－1表，

　　同　　年報書・昭和52年度版（同　）第23－1表及ぴ
　　同　　年報書・昭和53年度版（同　）第24－1表よ｝）作成。

この表は，税務相談及ぴ苦情の受理及ぴ処理の状況を示したものである。

〔表4〕租税事件に関する審査請求率と出訴率の累年比較

区　分

異議決定のうち審査請求

のありうる件数

審査裁決のうち出訴の

ありうる件数
審査請求件数

（除くみなす審査）

　　（3）

出訴件数
（国側被

告事件）

　（4）

審査請求率
（3）÷（1）

出訴率
（4）÷（2）

棄却
一部

取消
計（1） 棄却

一部

取消
計（2）

昭和43年度 8，802 8，007 16，809 4ヲ575 4，101 8，676 9，658 1，091 57．5 12．6

44 6，266 6，436 12，702 3，102 3，051 6，153 6，833 533 53．8 8．7

45 3，984 5，013 8，997 1，526 1，520 3，046 4，632 425 51．5 14．0

46 3，246 3，997 7，243 1，161 1，125 2，286 4，439 167 61．3 7．3

47 3，299 2，881 6，180 1，188 1，187 2，375 4，432 196 71．7 8．3

48 5，188 2，452 7，640 1，724 1，151 2，875 5，735 168 75．1 5．8

49 17，071 1，744 18，815 3，592 1，000 4，592 14，030 221 74．6 4．8

50 19，695 1，496 21，191 11，430 799 12，229 14ラ466 153 68．3 1．3

51 22，051 1，279 23，330 10，487 587 11，074 12，055 240 51．7 2．2

52 20，807 1，160 21，967 10，127 492 10，619 8，801 232 40．1 2．2

53 41，863 912 42，775 7，280 556 7，836 11，690 173 27．3 2．2

（出典）国税庁統計年報書・昭和47年度版（国税庁）第22－1表と第22－2表，

　　　　　同　　年報書・昭和51年度版（同　）第24－1表と第24－2表，

　　　　　同　　年報書・昭和52年度版（同　）第23－1表と第23－2表及ぴ
　　　　　同　　年報書・昭和53年度版（同　）第24－1表と第24－2より作成。

（注）　　「異議決定のうち審査請求のありうる件数」及び「審査裁決のうち出訴のありうる件数」から却下件数を除外してある。

　　　実質的に本案審理がおこなわれうる審査請求率と出訴率の数値を得るためである。



〔表6〕　昭和53年租税訴訟既済事件数一審級の種類及び終局区分別

裁判所の

種　　類
総数

判　　　　　　　決

決定 命令 和解 放棄 認諾

取　　　下　　　　げ

その

他総数 棄却

取　消　し

却下

民訴法

202条
の訴え

の却下

その

他
総数

訴えの取下げ 控訴取下げ

自判

差し

もど

し

移送

通常

のも

の

調停成

立によ

るもの

休止満

了によ

るもの

通常

のも

の

休止満

了によ

るもの

全地方

裁判所
295 135 88 30

一 一
14 2 1 1 一 一 一 一

159 153 6 一 一

全高等

裁判所
103 87 72 12 1 『 1 一 1 一 一 1 一 一

15 9 一 一 5 1 一

最　高

裁判所
39 39

★
3
8 1 一 一 一 ｝ 『 『 『 ｝ 『 一 一 一 一 一 一 一 ｝

（出典）昭和53年司法統計年報1民事・行政編（最高裁判所事務局），第74－2表，第80表及ぴ第102表より作成。

（注）国税庁統計年報書・昭和52年度版（国税庁），第23－2表にみる統計数値は，上記表の数値と若干異なる。

　　★　口頭弁論を経ない棄却である。

〔表7〕　各審級別租税訴訟既済事件数一審理期間（当審受理から終局まで）別

裁判所

の種類
総　数 1月以内 2月以内 3月以内 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内 4年以内 5年以内 5年を

超える

全地方

裁判所
262 3 2 9 11 21 39 44 18 28 87

全高等

裁判所
72 一 ｝ 3 12 18 22 13　．

一 1 3

最　高

裁判所
37 一 『 1 15 10 6 3 一 2 一

（出典）　昭和54年司法統計年表1民事・行政編（最高裁判所事務局）第75－2表，第81－2表及ぴ第103－2表よ1）作成。

〔表8〕　各審級別租税訴訟既済事件数一審理期問（第一審受理から終局まで）別

裁判所
の種類 総数 6月以内 1年以内 2年以内 3年以内 4年以内 5年以内 6年以内 7年以内 10年以内

10年を

超える

地方裁判所
（第1審）

262 25 21 39 44 18 28
（5年を超える）

　　87
高等裁判所
（第2審〉

70 1 3 7 13 5 13
（5年を超える）

　　28
最高裁判所

（第3審）
37 一 一 4 6 一 6 3 4 7 7

（出典）昭和54年司法統計年表1民事・行政編（最高裁判所事務局）第75－3表，第81－2表及ぴ第103－4表より作成。

〔表5－1〕　租税訴訟事件の終局区分別件数（第一審）

区分

各年度

提　起

件　数

本　　　　年　　　　度　　　　終　　　　結　　　　件　　　　数

取下 却下 棄却
全部

認容

一部

認容
差戻し 和解 その他 言十

昭　和

43年度

1091
（123）

155

（26）

622
（一）

　46

（2）

　　13

（59）

　　12

（1）
一
（
一）

　　3
（18）

　　3
（29）

854
（135）

44
533

（139）

188
（15）

　12
（一）

　90
（一）

　17
（53）

　14

（3）
一
（
一）

　　4
（14）

　　4
（38）

329
（123）

45
425

（125）

175
（13）

　15
（一）

　92
（一）

　21
（59）

　15

（2）
一
（
一）

　　1

（6）

　　2
（47）

321
（127）

46 167 127 13 88 18 22 一 一 5 275

47
196

（81）

133
（11）

　　7
（一）

129

（1）

　20
（54）

　　15

（3）
一
（
一）

　　2

（9）

　　2
（18）

308
（96）

48
168

（110）

61G
（22）

　11
（一）

107

（2）

　16
（70）

　25

（3）
一
（
一）

　　5
（10）

　　3
（24）

777
（131）

49
221

（81）

429
（17）

　　16

（一）

111
（一）

　13
（52）

　30

（1）
一
（
一）

　　2
（11） 一

（
12）

601

（93）

50
153

（91）

178

（5）

　16
（一）

117

（3）

　　7
（48）

　29

（3）
一
（
一）

　　1
（10）

　　2
（11）

350
（80）

51
240

（119）

190
（19）

　　13

（一）

　84

（4）

　10
（57）

　21

（1）
一
（
一）

　　3

（8）

　　4
（20）

325
（109）

52
232

（96）

176

（9）

　　18

（一）

　92
（一）

　18
（51）

　23

（1）
一
（
一） 一

（
5）

　　4
（18）

331

（84）

53
173

（77）

236
（11）

　　7
（一）

121
（一）

　　3
（40）

　12

（1）
一
（
一）

　　4

（9）

　　3
（18）

386
（79）

（出典）国税庁統計年報書・昭和43年度より昭和53年度まで（国税庁）「訴訟事件」の統計数値よr）作成。但

　　し昭和46年度分については，昭和52年司法統計年報1民事・行政編（最高裁判所事務総局），第101表

　　及び第99表より作成。
（注）上段の数値は国側被告事件数を，下段の数値は国側原告事件数を示す。

〔表5－2〕　租税訴訟事件（第一審）の実質認容率（但し，国側被告事件）

区　分
棄却，全部認容，一部認容，

和解等の件数合計（1）

全部認容，一部認容，

和解の件数合計（2）

実質認容率
（2）÷（1）

昭和43年度 77 28 36．4

44 129 35 27．1

45 131 31 23．7

46 133 40 30．1

47 168 37 22．0

48 156 46 29．5

49 156 45 28．8

50 156 37 23．7

51 122 34 27．9

52 137 41 29．9

・53 143 19 13．3

（注）　〔表5－1〕より作成。


